
令和８年習志野市教育委員会第２回定例会 

 

日時：令和８年２月１２日(木)１５時００分 

場所：市庁舎３階大会議室         

 

日  程                                                          審議順 

１ 会議録の承認                                                    （予定） 

                                                                              

２ 報告事項 

※（１） 令和７年度教育費予算案（３月補正）について （教育総務課） １１ 

※（２） 令和８年度教育費当初予算案について （教育総務課） １２ 

（３） 教育費にかかる保護者負担軽減に向けた取り組みについて （教育総務課）  １ 

※（４） 指定管理者制度の更新について（東習志野・新習志野・谷津

図書館） 

（中央図書館） １３ 

（５） 移動図書館の今後について （中央図書館）  ２ 

 

３ 議決事項 

議案第４号 令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰

について 

（教育総務課）  ３ 

議案第５号 知的障害特別支援学級の開設について （指導課）  ４ 

 

４ 協議事項 

協議第１号 習志野市教育振興基本計画（案）に係るパブリックコメ

ントの結果について 

（教育総務課）  ５ 

協議第２号 就学前教育・保育に係る市立施設のあり方の策定に

係る意見聴取について 

（学務課）  ６ 

協議第３号 習志野市子どもの読書活動推進計画（案）に係るパブ

リックコメントの結果について 

（社会教育課）  ７ 

協議第４号 習志野市文化振興計画（案）に係るパブリックコメント

の結果について 

（社会教育課）  ８ 

協議第５号 習志野市スポーツ推進計画（案）に係るパブリックコメ

ントの結果について 

（生涯スポーツ課）  ９ 

協議第６号 次回教育委員会定例会の期日について 

令和８年３月２５日（水）午後３時００分 

 １０ 

 

５ その他 

  

 

※は非公開の見込み 



 

 

報 告 事 項（１） 

 

令和７年度教育費予算案（３月補正）について 

 

 

令和７年度教育費予算案（３月補正）について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和８年２月１２日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



報告事項(１)

（１）歳出概要及び財源内訳 （単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地 方 債 その他の財源 一般財源

1 16,500 16,500 0 0 0 0 16,500

2 362,076 0 0 0 0 0 0

3 249,858 0 0 0 0 0 0

628,434 16,500 0 0 0 0 16,500

（２）繰越明許費 （単位：千円）

No．

1

2

１０．２．３
（教育総務課）

１０．３．３
（教育総務課）

款・項・目

362,076

249,858

0

令和７年度教育費予算案（３月補正）について

令和７年度教育費予算案（３月補正）説明書

No． 款・項・目 事　　　　業　　　　名
財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳　　　　

事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等
事業費

（申入れ額）
事業費

（確定額）

合　　　　　　　　　　計

　　第六中学校揚水配管等改修工事、中学校校舎及び体育館照明器具改修工事

金額
（申し入れ額）

0

　　小学校施設改善整備事業

　　秋津小学校受水槽改修工事、香澄小学校受水槽改修工事、小学校校舎及び体育館照明器具改修工事

　　中学校施設改善整備事業

小中学校文化・スポーツ奨励費

　学校教育活動における、文化又はスポーツ活動に係る全国大会及び関東
大会等に千葉県代表として出場する場合に交付する、小中学校文化・スポー
ツ奨励費について、大人数かつ遠方への複数宿泊参加となるマーチング等
の部活動の活躍が顕著であるほか、部員数増またはバス代等の価格高騰等
により予算の不足が見込まれるため、増額補正を行うもの。

金額
（確定額）

事　業　名

内　　　容

１０．１．２
（指導課）

１０．２．３
（教育総務課）

小学校施設改善整備事業

　国の補正予算による補助金を活用し、令和８年度に実施予定の秋津及び香
澄小学校受水槽改修工事並びに小学校校舎及び体育館照明器具改修工事
を前倒しで実施する費用について、増額補正を行うもの。
　なお、年度内に工事完了が見込めないことから、併せて繰越明許費を設定
するもの。

１０．３．３
（教育総務課）

中学校施設改善整備事業

　国の補正予算による補助金を活用し、令和８年度に実施予定の第六中学校
揚水配管等改修工事、中学校校舎及び体育館照明器具改修工事を前倒しで
実施する費用について、増額補正を行うもの。
　なお、年度内に工事完了が見込めないことから、併せて繰越明許費を設定
するもの。



 

 

報 告 事 項（２） 

 

令和８年度教育費当初予算案について 

 

 

令和８年度教育費当初予算案について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和８年２月１２日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 



歳出予算額
※職員給与費等を

除く

歳出予算額
※職員給与費等を

除く
 職員給与費等 歳出予算総額

① ② ③＝①＋②

令和８年度 13,182,687 △ 2.4 12,011,601 8.5 1,934,235 13,945,836 6.8 80,450,000 17.3

令和７年度 13,506,504 △ 11.9 11,072,239 △ 20.7 1,980,312 13,052,551 △ 17.6 76,400,000 17.1

令和６年度 15,331,370 39.9 13,961,086 39.5 1,887,500 15,848,586 33.5 78,070,000 20.3

令和５年度 10,960,772 40.0 10,010,236 63.2 1,866,010 11,876,246 48.3 70,570,000 16.8

令和４年度 7,832,187 20.1 6,133,762 7.0 1,874,657 8,008,419 4.5 63,120,000 12.7

令和３年度 6,520,256 △ 15.4 5,730,293 △ 9.9 1,935,701 7,665,994 △ 8.0 61,500,000 12.5

　　　※職員給与費等は、職員給与費等（人事課）と基金積立金（財政課）の合計額

　

一般会計予算の状況

伸率 (％) 伸率 (％) 伸率 (％) 歳出予算額

教育費歳出
予算総額が
占める割合

（％）

年度別教育費歳出予算額の状況（過去５年）

（単位：千円）

年　度

教育費歳出予算額 参　　考

申入れ(要求)額の状況 最終予算措置額の状況

 １



 

伸 率

    （％）

10 教育費 12,011,601 11,072,239 939,362 8.5
10 1 教育総務費 385,233 367,209 18,024 4.9
10 1 1 教育委員会費 3,720 3,736 △ 16 △ 0.4
10 1 2 事務局費 202,512 166,133 36,379 21.9
10 1 3 総合教育センター費 179,001 197,340 △ 18,339 △ 9.3
10 2 小学校費 7,045,795 4,591,893 2,453,902 53.4
10 2 1 学校管理費 553,350 526,119 27,231 5.2
10 2 2 教育振興費 197,776 136,571 61,205 44.8
10 2 3 学校建設費 6,294,669 3,929,203 2,365,466 60.2
10 3 中学校費 762,586 1,696,503 △ 933,917 △ 55.0
10 3 1 学校管理費 278,186 244,823 33,363 13.6
10 3 2 教育振興費 122,126 122,969 △ 843 △ 0.7
10 3 3 学校建設費 362,274 1,328,711 △ 966,437 △ 72.7
10 4 高等学校費 371,491 377,720 △ 6,229 △ 1.6
10 4 1 高等学校総務費 13,982 14,016 △ 34 △ 0.2
10 4 2 高等学校管理費 87,908 92,921 △ 5,013 △ 5.4
10 4 3 教育振興費 46,063 48,147 △ 2,084 △ 4.3
10 4 4 学校建設費 223,538 222,636 902 0.4
10 5 幼稚園費 23,404 44,837 △ 21,433 △ 47.8
10 5 1 幼稚園費 23,404 44,837 △ 21,433 △ 47.8
10 6 社会教育費 1,236,067 1,365,994 △ 129,927 △ 9.5
10 6 1 社会教育総務費 98,374 102,879 △ 4,505 △ 4.4
10 6 2 文化振興費 51,091 43,592 7,499 17.2
10 6 3 公民館費 235,698 238,321 △ 2,623 △ 1.1
10 6 4 図書館費 173,594 173,605 △ 11 0.0
10 6 5 青少年費 230,113 203,729 26,384 13.0
10 6 6 少年自然の家費 35,572 66,241 △ 30,669 △ 46.3
10 6 7 青年の家費 193,775 325,852 △ 132,077 △ 40.5
10 6 8 生涯学習複合施設費 217,850 211,775 6,075 2.9
10 7 保健体育費 2,187,025 2,628,083 △ 441,058 △ 16.8
10 7 1 保健体育総務費 113,857 172,826 △ 58,969 △ 34.1
10 7 2 社会体育費 35,377 32,071 3,306 10.3
10 7 3 体育施設費 243,554 722,096 △ 478,542 △ 66.3
10 7 4 学校給食センター費 784,775 769,767 15,008 1.9
10 7 5 単独校給食費 1,009,462 931,323 78,139 8.4

※職員給与費等及び基金積立金は除く。

一般会計歳出款項目別対比

　（ 単位：千円 ）

款 項 目 名　　　　　称 差 　　引令和７年度予算額令和８年度予算額

 2



 

伸 率

   （％）

12 分担金及び負担金 5,173 5,417 △ 244 △ 4.5
12 1 負担金 5,173 5,417 △ 244 △ 4.5
12 1 4 教育費負担金 5,173 5,417 △ 244 △ 4.5
13 使用料及び手数料 132,946 133,236 △ 290 △ 0.2
13 1 使　用　料 130,257 130,478 △ 221 △ 0.2
13 1 1 総務使用料 4,899 5,060 △ 161 △ 3.2
13 1 5 教育使用料 125,358 125,418 △ 60 0.0
13 2 手　数　料 2,689 2,758 △ 69 △ 2.5
13 2 5 教育手数料 2,689 2,758 △ 69 △ 2.5
14 国庫支出金 1,242,059 400,152 841,907 210.4
14 1 国庫負担金 22,302 28,509 △ 6,207 △ 21.8
14 1 3 教育費国庫負担金 22,302 28,509 △ 6,207 △ 21.8
14 2 国庫補助金 1,219,757 371,643 848,114 228.2
14 2 2 民生費国庫補助金 2,625 0 2,625 　皆　増
14 2 6 教育費国庫補助金 1,217,132 371,643 845,489 227.5
15 県支出金 321,325 83,588 237,737 284.4
15 1 県負担金 16 6 10 166.7
15 1 4 教育費県負担金 16 6 10 166.7
15 2 県補助金 319,502 80,830 238,672 295.3
15 2 2 民生費県補助金 2,625 0 2,625 　皆　増
15 2 7 教育費県補助金 316,877 80,830 236,047 292.0
15 3 委託金 1,807 2,752 △ 945 △ 34.3
15 3 4 教育費委託金 1,807 2,752 △ 945 △ 34.3
16 財産収入 182 92 90 97.8
16 2 財産売払収入 182 92 90 97.8
16 2 1 物品売払収入 182 92 90 97.8
17 寄附金 5,690 4,010 1,680 41.9
17 1 寄附金 5,690 4,010 1,680 41.9
17 1 4 教育費寄附金 5,690 4,010 1,680 41.9
20 諸収入 432,217 921,161 △ 488,944 △ 53.1
20 3 貸付金元利収入 150 530 △ 380 △ 71.7
20 3 6 入学準備金貸付金元利収入 150 530 △ 380 △ 71.7
20 4 受託事業収入 5,710 5,688 22 0.4
20 4 3 教育費受託事業収入 5,710 5,688 22 0.4
20 6 雑入 426,357 914,943 △ 488,586 △ 53.4
20 6 1 学校等給食事業収入 364,117 848,109 △ 483,992 △ 57.1
20 6 3 雑入 62,240 66,834 △ 4,594 △ 6.9

2,139,592 1,547,656 591,936 38.2

※こども部所管の歳入予算については、歳出１０款 教育費への充当分のみ。

一般会計歳入款項目別対比

　　( 単位：千円 ）

款 項 目 名　　　　　称 令和７年度予算額 差 　　引

合        計

令和８年度予算額

※地方債、基金繰入金等は除く。

 3



　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 予算額 （R８－R７）年度

1 教育委員会費 3,999 3,720 3,736 △ 16 教育総務課
教育委員会会議定例会年12回、教育委員会顕彰式、その他教育委員会運営に伴う事業。
【新規】教育委員会のデジタル化を図るため、モバイルルーター通信料 タブレット等の賃借料を計上。(60千円　 330千円)

2 通学区域審議会費 176 216 132 84 教育総務課
通学区域審議会に係る委員報酬費。
※教育委員会の諮問に基づき、通学区域の適正なあり方等について審議する。

3 教育委員会事務局費 6,175 5,055 3,831 1,224 教育総務課
教育委員会事務局の運営に伴う経費、教育総務課事務費、教育長交際費等。
【新規】いじめ重大事態にかかる調査・報告書作成にかかる委員報酬費。
 【新規】ハラスメント及び公益通報の調査・報告業務の外部委託にかかる経費。

4 教育文化振興基金事業 1,670 1,670 1,671 △ 1 教育総務課 教育文化振興基金条例に基づき、教育活動及び市民の文化活動を奨励し振興を図る。

5 青少年音楽振興基金事業 826 826 826 0 教育総務課 青少年音楽振興基金条例に基づき、青少年の音楽活動を奨励し振興を図る。

6 学校教育課 学務課事務費 3,893 7,048 3,893 3,155 学校教育課
学校教育課 学務課に係る消耗品費（用紙代等）、郵便料、印刷製本費（封筒等）等の事務費及び各学校に配布する定期刊行物、各種協議会の負
担金。また、学校給食及び学校保健の円滑な運営を図るための事務費。食育の推進を図るための会議の開催や調理従事者の健康管理のための
費用等(機構改革により保健体育安全課事務費から統合)。

7 育英資金事業 3,208 3,208 2,852 356 学校教育課
学業成績が優秀な者に対し、修学上必要な資金を毎月育英資金として給与する。
対象予定人数：高校生27人。

8 入学準備金貸付事業 151 151 540 △ 389 学校教育課
高等学校、大学等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対してあっせんした入学準備金の融資について、利子を補給す
る。
令和3年度をもって新規の申請を終了したため、預託金及び融資決定者への利子補給のみになる。

9 入学資金給付事業 800 800 800 0 学校教育課
中学校3年生を子に持つ経済的に困窮する保護者に対し、高等学校等入学に係る費用の一部を給付することで支援を行う。
※給付見込人数：35人
※高校授業料無償化に伴う国、県の給付事業の内容によっては事業の見直しを行う予定。

10
児童生徒指導課 保健体育安全課事
務費

3,852 138 2,835 △ 2,697 児童生徒指導課
児童生徒指導課の事務を円滑に進めるための事務費。
【拡充】教育相談員を全校配置するための費用を計上　※予算上は人事課予算。

11 いじめ問題対策事業 931 752 931 △ 179 児童生徒指導課

いじめ防止等に対応するための組織「習志野市いじめ問題対策連絡協議会」 「習志野市いじめ問題対策委員会」に関係機関や関係団体の人材を
招聘し、関係者が連携して本市のいじめ問題に対応する。いじめ基本方針に基づく施策を推進する。法務相談や、教員に対する研修、児童・生徒に
対する出張授業の経費。
※「習志野市いじめ問題対策委員会」にかかる経費を教育委員会事務局費に移管。

12 学習指導課事務費 2,439 2,329 546 1,783 学習指導課
学習指導課に係る事務費、教育相談員出張旅費、社会科副読本作成、教科書採択等にかかる経費。
学習指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を統合。
※教育相談員にかかる経費等を児童生徒指導課に移管。

13
校外活動事業
(No26「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

10,634 △ 10,634 学習指導課
子どもが感動する豊かな体験活動を推進し、「心の教育」の充実を図るために、中学校行事（合唱コンクール）、小中学校部活動行事（発表会）の会
場使用料を負担する。また、市内施設見学、小中音楽会、特別支援教育学級等の行事に対し、バスの委託を行う。

14
富士吉田自然体験学習推進事業
(No26「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

2,492 △ 2,492 学習指導課
2泊3日で実施する、市立中学校2年生の富士吉田自然体験学習（コース別学習）における2日目の委託バスの配車を行う。
また、小学校の自然体験学習において、鹿野山少年自然の家以外の施設を検討するため、市内小学校2校を対象として富士吉田青年の家を活用
した自然体験学習を行う。

15

教育文化推進事業
(教科書採択に関する予算をNo12「学習指導課事務
費」に、言語・文化指導者・日本語指導教室に関する
予算をNo25「教育支援推進事業」に、それ以外を
No26「体験・芸術活動推進事業」に統合。)

4,356 △ 4,356 学習指導課 言語・文化指導者謝礼、習志野市文化連盟事業、小・中学校音楽鑑賞教室、日本語指導教室等の経費。

16 読書活動推進事業 29,337 27,125 26,732 393 学習指導課
学校図書館の運営に必要な機材・システムの運用、学校電子図書館システムの運用、図書の購入に係る経費。
児童・生徒の読書活動の充実を図る。
※指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を学習指導課事務費に統合。

令和８年度教育費予算の概要（歳出）

ＮＯ. 事業名 所属名 全体事業概要
令和８年度
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17 小中学校文化・スポーツ奨励費 10,500 7,500 7,500 0 学習指導課
学校教育活動における、文化又はスポーツ活動に係る全国大会及び関東大会等に千葉県代表として出場する場合に、全国大会及び関東大会奨
励金を交付し、文化・スポーツ活動の推進を図る。

18 英語指導助手招請事業 76,316 76,316 79,881 △ 3,565 学習指導課

小・中学校に英語指導助手の招請、配置をするための経費。
中学校の英語教育及び言語・文化等国際理解教育の推進のために姉妹都市（タスカルーサ市）からの英語指導助手を計画的に配置するとともに、
令和2年度から始まった小学3年生からの外国語活動の授業及び小学校5・6年生の外国語の教科化に伴い、全小学校の外国語活動・外国語の授
業に英語指導助手を配置し、該当学年全ての児童生徒に英語指導助手とともに英語を学ぶ環境を整える。
※指導課各事業における会計年度任用職員の旅費等を学習指導課事務費に統合。

19

特別支援教育推進事業
(会計年度任用職員の旅費等をNo12
「学習指導課事務費」、それ以外を
No25「教育支援推進事業」に統合)

4,613 △ 4,613 学習指導課
教育的支援の必要な児童・生徒に対して適切な就学支援をするため、専門家を委員として委嘱し、調査・判断を行うための経費。
また、特別支援教育支援員の業務に必要となる経費及び特別支援学級における備品の整備等のための経費。
【拡充】令和９年度に開設する知的学級に係る備品購入費(450千円)。

20 特色ある学校づくり推進事業 7,398 5,754 6,938 △ 1,184 学習指導課 特色ある学校づくりの推進を目的として、各学校における自主研究や指定研究、教科研究、学校運営協議会を行うための経費。

21
心理発達相談員配置事業
(No25「教育支援推進事業」に統合)

2,400 △ 2,400 学習指導課
特別な支援を必要とする児童生徒の発達支援に対応するため、特別支援担当指導主事とともに各学校を巡回し、教職員・保護者からの相談や児
童・生徒の観察により、発達の状況等を把握し、必要に応じて、相談検査・支援・指導を行う。
【拡充】実施回数 20,000円×120回⇒20,000円×150回　600千円増

22
ならしの学校音楽祭事業
(No26「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

1,226 △ 1,226 学習指導課
「音楽のまち習志野」にふさわしい行事として、習志野文化ホールにおいて、その年度に優れた音楽活動を行った習志野市立学校及び管楽器講座
受講児童生徒による「小・中学校フェスティバルバンド」合同演奏会を行う。

23 部活動支援事業 2,436 14,680 2,484 12,196 学習指導課

専門的な指導力を備えた指導者を市内中学校部活動に派遣し、生徒の技術指導の向上を図る。
また、市内中学校の休日運動部活動を地域に展開する事業を推進するための経費。生徒の多様な活動機会を保障するとともに、教職員の負担軽
減を図ることを目的とする。具体的な実施方法として、既存の部活動に顧問の代わりとなる部活動指導員を教育委員会から派遣するほか、市内7つ
の陸上部については、地域の競技団体である習志野市陸上協会に登録する指導者に指導を依頼する。また、学校から申し出のあった7校の部活動
については、民間事業者に委託し、指導者派遣および運営を行う。
【拡充】《地域クラブ型》　休日に隔週程度で実施している陸上部の活動回数を増やし、より充実した活動機会を確保する。（2,592千円）
【拡充】《民間委託型》　7校7部活動の運営を民間事業者に委託し、地域と連携した持続可能な部活動運営の在り方を検証する。
［支払計画］
令和8年度 6,247千円(令和8年8月1日～令和9年3月31日)　令和9年度3,124千円(令和9年4月1日～令和9年7月31日)　総額 9,371千円
No110「運動部活動支援事業」の予算を統合。

24
学びの多様化学校運営費
【旧(名称変更)】学びの多様化学校分
教室運営費

1,866 1,819 855 964 児童生徒指導課 学びの多様化学校袖ケ浦西小学校分教室の運営が円滑に行われ、学校教育の充実が図られるための運営費。

25
【新規】
教育支援推進事業

7,712 8,091 8,091 学習指導課
令和6年度より新設した教育支援係に併せて同系列の事業を統合した事業。
No19「特別支援教育推進事業」、No21「心理発達相談員配置事業」、No15「教育文化推進事業」内の日本語教育関係の予算を統合。

26
【新規】
体験・芸術活動推進事業

40,007 39,034 39,034 学習指導課

旧学校教育課から移管された事業等について、予算執行の効率性を上げるために同系列の別事業を統合した。
No13「校外活動事業」、No14「富士吉田自然体験学習推進事業」、No15「教育文化推進事業」の一部、No22「ならしの学校音楽祭事業」、No104「鹿
野山セカンドスクール事業」を統合。
【新規】自然体験学習を鹿野山少年自然の家以外で行うための検証として、昨年度の富士吉田青年の家に加え、千葉県立鴨川青少年自然の家で
実施（7,656千円 5,673千円）。

27
【新規】
学校徴収金集金業務委託事業

10,870 0 0 学校教育課

 市内各小、中学校の学校徴収金集金業務について、学校を経由せずに保護者と事業者等の間で直接支払いを行う専門業者への委託（システム）
 を行うことで、保護者負担を軽減するとともに、学校職員の事務負担を軽減する。（10,870千円）
 【11節30　手数料】
 引落手数料　3,836千円　（全銀のみ　※ゆうちょ不可）
 【13節01　使用料及び賃借料】
 システム使用料　7,033千円

28 総合教育センター管理運営費 15,485 13,375 14,965 △ 1,590 総合教育センター 総合教育センターの運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。
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29 総合教育センター調査研修事業 1,458 993 1,458 △ 465 総合教育センター 本市の教育課題解決に向けて調査・研究を行うとともに、教職員の資質や指導力を高めるための研修を実施する。

30 教育相談事業 2,658 2,658 2,997 △ 339 総合教育センター いじめ・不登校・特別支援教育等に関する相談を、学校や関係諸機関と連携して行う。併せて、教育相談関係の研修の充実を図る。

31 情報教育推進事業 95,940 71,742 61,930 9,812 総合教育センター
総合教育センターのICT環境を整え、教職員対象の指導力向上のための研修の充実を図る。また、学校のネットワークや各ソフトの調整点検を
行う。小中学校での1人1台タブレット端末を有効活用するための支援を図る。
【拡充】保護者負担軽減とペーパーレス化のため、AI型デジタルドリルの更新を行う。（2,495千円 26,453千円）

32
フレンドあいあい 適応指導教室推進
事業

490 490 490 0 総合教育センター
不登校児童生徒の居場所づくりと社会的自立や学校復帰を目指した、学習支援や様々な体験活動等のできる適応指導教室を運営する。
併せて、適応指導教室運営のための職員研修を実施する。

33 科学教育振興事業 716 716 716 0 総合教育センター 科学的分野を中心に様々な体験学習の場「わくわく学びランド」を実施し、学びに対する児童生徒の興味関心を育んでいく。

34 校務用パソコン整備事業 89,905 89,027 92,047 △ 3,020 総合教育センター
校務用パソコンを整備することにより、校務の情報化を図るとともに、校務支援システムの再構築により、業務の効率化を図る。
【新規】教育委員会内のペーパーレス化・業務効率化を図るため、保護者連絡メールサービスの自治体連絡機能を導入する（729千円）。

35
（仮称）新総合教育センター再整備事
業

57,941 0 22,737 △ 22,737 総合教育センター
 次期公共建築物再生計画期間内の前倒しの実施に向け、適切な時期に着手できるよう、関係各課と連携を図りながらセンターの再整備を進める。
 【新規】（仮称）新総合教育センター再整備に係る基本設計及び調査業務委託（57,941千円）

36 小学校運営費 391,597 381,327 375,310 6,017 教育総務課

小学校16校の学校運営費。
※R8.5.1見込；学級数：349学級、児童数8,592人　　（R7.5.1現在；学級数：346学級、児童数：8,720人）
保護者が購入している学習教材のうち、共用が可能なものについて公費で購入することで、保護者の学習教材に係る経済的負担を軽減する。
（19,685千円　 7,487千円）

37 小学校施設管理事業 92,504 81,167 58,359 22,808 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
 【新規】プール清掃委託（2,574千円）、遊具点検委託（1,722千円）

38 小学校備品特別整備事業 4,025 0 1,968 △ 1,968 教育総務課
 学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
 ・教材備品　1,583千円
 ・管理備品　2,442千円

39 バス通学児童支援事業 71,442 70,260 69,415 845 教育総務課
令和12年3月31日までの間、通学区域の暫定措置として、谷津小学校から谷津南小学校に通学指定校が変更となる児童のバス乗車運賃を
助成する。併せて、委託によりバス車内及び乗降車時の安全・安心のため、15名配置する。

40 小学校水泳指導等委託事業 20,596 20,596 21,067 △ 471 教育総務課
改築等により自校でのプール授業が実施できない学校について、水泳指導補助及び送迎の業務委託により水泳授業を実施する。
①令和8年度実施分（5校）
【新規】大久保東小学校　※大久保小学校、屋敷小学校、藤崎小学校、谷津南小学校については継続

41
要保護・準要保護児童援助費及び
特別支援教育就学奨励費

60,358 49,885 51,661 △ 1,776 学校教育課

経済的な事由により、就学困難な児童に対し、学用品費等の扶助を行う。学用品費の値上げ、国の概算要求額に合わせて減少（△1,776千円）
　要保護受給児童数　　　　　　　　 　　　　  令和7年度：  40人⇒令和8年度：  36人
　準要保護受給児童数　　　　　　　　　　　  令和7年度： 430人⇒令和8年度： 417人
　特別支援教育就学奨励費受給児童数　 令和7年度：  190人⇒令和8年度：  173人
　新入学学用品費対象児童数　　　　　　　 令和7年度：  70人⇒令和8年度：  65人

42 小学校教育指導事業 1,483 1,483 1,447 36 学習指導課
教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。
また、障がいのあるこどもにとって、文字や文章・絵・図等の拡大、ルビ振り、切り取り、読み上げが可能なデジタル教科書は有効であることから自閉
症・情緒学級において算数のデジタル教科書を配備する。

43 小学校パソコン推進事業 222,431 146,408 83,463 62,945 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を
目指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【拡充】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係るリース費用等（52,316千円）
 【新規】1st GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係る廃棄費用（30,808千円）
【新規】普通教室に整備する大型提示装置更新に係る購入・廃棄費用等（21,034千円）

44 小学校施設改善整備事業 458,466 167,592 74,509 93,083 教育総務課
学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行
う。
【新規】 屋敷小学校プール解体設計委託（5,379千円）、小学校 校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事 （299,684千円）（65,200千円）
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45 小学校空調整備事業 139,829 139,829 1,121,462 △ 981,633 教育総務課
夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置
する。

46 谷津小学校児童増加対応事業 53,870 53,870 58,767 △ 4,897 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童増加対応として、平成28年度に一時校舎を建設完了し、現在、賃
貸借契約にて使用を行っている。
[支払計画]
　　　計画金額（本体価格）　　 ：534,240,000円（税抜）
　　　平成28年度　　　　　  　　 ：4,808,160円（1ヶ月分）
　　　平成29年度～令和8年度：580,095,600（119ヵ月分）
　　　総支払額                 　　：584,903,760円
　　　【令和8年度】　53,869,200円

47 大久保小学校校舎改築事業 1,097,134 1,097,134 1,135,888 △ 38,754 教育総務課
習志野市第3次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保小学校の全面改築（建替え）工事を行う。
[継続費]全面改築（建替え）工事及び工事監理委託5,331,933千円（令和4年度～令和8年度（5ヵ年））
　　令和4年度　211,595千円　　令和5年度　1,877,114千円　　令和6年度　1,027,105千円　令和7年度　1,129,869千円　令和8年度　1,086,250千円

48 大久保東小学校校舎改築事業 375,782 375,782 143,748 232,034 教育総務課

習志野市第3次学校施設再生計画に基づき、施設の老朽化対策として、大久保東小学校の全面改築工事を行う。
①校舎改築工事（第１期工事）
［継続費］全面改築（建替え）工事及び工事監理委託4,725,733千円（令和7年度～令和10年度（4ヵ年））
　　令和7年度　47,938千円　　令和8年度　374,682千円　　令和9年度　1,958,308千円　令和10年度　2,344,805千円

49 鷺沼小学校建設事業 4,223,756 4,423,776 209,410 4,214,366 教育総務課

鷺沼特定土地区画整理事業のまちびらきに係る、鷺沼小学校建設工事の実施に伴い、基本設計・実施設計を行う。
①基本設計及び実施設計
[継続費] 412,379千円（令和6年度～令和8年度（3ヵ年））
　　令和6年度　101,214千円　　令和7年度　202,437千円　　令和8年度　108,728千円
②校舎改築工事（第１期工事）
［新規継続費設定］ 9,600,812千円8,289,383千円（令和8年度～令和11年度（4ヵ年））
　　令和8年度　32,342千円　令和9年度　 3,639,215千円2,797,009千円　令和10年度　 5,899,192千円5,429,969千円　令和11年度　30,063千円
③用地取得費（20,002㎡）　 4,080,408千円4,280,428千円

50 小学校長寿命化改修事業 36,686 36,686 1,185,419 △ 1,148,733 教育総務課
習志野市第3次学校施設再生計画に基づき、老朽化した学校施設の長寿命化を実施する。令和8年度は藤崎小学校の設計を行う。
[継続費]71,181千円(令和7年度～令和9年度（3ヵ年）)
　　設計業務委託　令和7年度　17,083千円　　令和8年度　25,625千円　　令和9年度　28,473千円

51 中学校運営費 249,480 240,236 221,518 18,718 教育総務課
中学校7校の学校運営費。
※R8.5.1見込;学級数：144学級、生徒数：4,064人　　（R7.5.1現在：学級数：142学級、生徒数：4,067人）
保護者が購入している学習教材及び一部の学校徴収金について公費で負担することで、保護者の経済的負担を軽減する。（3,938千円　 3,096千円）

52 中学校施設管理事業 42,942 37,950 22,997 14,953 教育総務課
学校施設の維持管理に必要な法定事項業務委託料、修繕料などの経費。
 【新規】プール清掃委託（1,804千円）、遊具点検委託（114千円）

53 中学校備品特別整備事業 4,785 0 308 △ 308 教育総務課
 学校の配当予算枠では対応できない高額な備品について、必要性を考慮し、整備する。
 ・教材備品　3,605千円
 ・管理備品　1,180千円

54
要保護・準要保護生徒援助費及び
特別支援教育就学奨励費

58,205 53,112 53,187 △ 75 学校教育課

経済的な事由により、就学困難な生徒に対し、学用品費等の扶助を行う。学用品費の値上げ、国の概算要求額に合わせて減少（△75千円） 増加
 （+5,018千円）
　要保護受給生徒数　　　　　　　　 　　　　 令和7年度：  34人⇒令和8年度：  25人
　準要保護受給生徒数　　　　　　　　　　　 令和7年度：  282人⇒令和8年度：  266人
　特別支援教育就学奨励費受給生徒数　 令和7年度：  81人⇒令和8年度：  91人
　新入学学用品費対象生徒数　　　　　　　令和7年度：  100人⇒令和8年度：  100人

55 中学校教育指導事業 512 512 28,242 △ 27,730 学習指導課

教職員が授業で必要とする教科書・指導書・教材にかかる経費及び学習者用デジタル教科書・教材の段階的導入経費。
また、障がいのあるこどもにとって、文字や文章・絵・図等の拡大、ルビ振り、切り取り、読み上げが可能なデジタル教科書は有効であることから自閉
症・情緒学級において数学・国語のデジタル教科書を配備する。
令和7年度が4年に一度の中学校教科書改訂の年であったため、令和8年度は減額している。
【縮減】教科書改訂年度終了に伴う減（▲27,494千円）
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　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 予算額 （R８－R７）年度

令和８年度教育費予算の概要（歳出）

ＮＯ. 事業名 所属名 全体事業概要
令和８年度

56 中学校パソコン推進事業 103,622 68,502 41,540 26,962 総合教育センター

タブレット端末等を整備し、安定稼働をさせることにより、授業等でより効果的に活用し、情報活用能力を身につけることや、「わかる授業」の実現を
目指す。また、令和8年4月にタブレット端末の更新を行うため、準備を進める。
【拡充】NEXT GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係るリース費用等（24,923千円）
 【新規】1st GIGA　児童生徒1人1台タブレット端末に係る廃棄費用（13,479千円）
【新規】普通教室に整備する大型提示装置更新に係る購入・廃棄費用等（3442千円）

57 中学校施設改善整備事業 336,649 158,769 51,615 107,154 教育総務課
学校施設の維持保全を図るため、学校要望等による改修の他、法令に基づく指摘事項の改修工事を中心に老朽化に伴う設備維持補修工事を行
う。
【新規】中学校 校舎及び体育館ＬＥＤ照明器具設置工事 （238,304千円）（124,367千円）

58 中学校空調整備事業 59,727 59,727 1,055,612 △ 995,885 教育総務課
夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理、学習環境の向上を図ることを目的に、各学校の普通教室、特別教室及び体育館に空調設備を設置
する。

59 第一中学校生徒増加対応事業 81,484 81,484 81,484 0 教育総務課

ＪＲ津田沼駅南口特定土地区画整理事業の進展に伴う谷津・奏の杜地域における児童・生徒増加対応として、本校舎と一時校舎の併用を行う。
［債務負担行為］
　　令和5年度：61,112,700円（9ヶ月分）
　　令和6年度～令和14年度：733,352,400円（108ヶ月分）
　　総支払額：794,465,100円
　　令和8年度 　81,483千円

60 第二中学校校舎改築事業 62,294 62,294 140,000 △ 77,706 教育総務課

習志野市第3次学校施設再生計画に基づき、老朽化した第二中学校の改築工事を行う。
・外構整備工事及び工事監理委託
[新規継続費設定］246,642千円(令和8年度～令和9年度（2ヵ年）)
　令和8年度　　38,578千円
　令和9年度 　208,064千円

61 高等学校総務事務費 10,482 9,482 9,516 △ 34 習志野高校 関係機関等との連携や教職員の専門性の向上を図るとともに校外生徒指導の充実を図る。

62 部活動出場奨励費 8,034 4,500 4,500 0 習志野高校
県代表として全国及び関東大会に出場する部活動に対し、大会参加費や出場に要する旅費を支給する。
 【拡充】全国大会・関東大会奨励金経常的経費不足分（+3,534千円）

63 高等学校管理運営費 91,234 85,884 90,897 △ 5,013 習志野高校
習志野高校の施設・設備の管理及び運営に関する経費。
※R8.5.1現在見込　全日制；学級数：24学級、生徒数：955人
〔参考〕R7.5.1現在　全日制；学級数：24学級、生徒数：948人

64 スクールカウンセラー配置事業 2,024 2,024 2,024 0 習志野高校 学校の教育相談活動全般を支援するために、スクールカウンセラーを1名配置する。

65 高等学校教育振興費 54,355 45,513 47,753 △ 2,240 習志野高校
習志野高校の教育振興に関する経費。学習用端末購入費補助、教育用コンピュータ賃借料、教材消耗品、図書購入費等。
【新規】柔道場用畳入替 、その他授業用備品等の更新（8,3553,200千円）

66 高等学校振興備品特別整備事業 550 550 394 156 習志野高校 授業で使用する理科教育に必要な備品購入費。

67 高等学校施設整備事業 380,200 223,538 222,636 902 習志野高校

施設の老朽化等への対応を行い、生徒の安全を確保するとともに、教育環境の改善を図る。
【新規】学校施設をLED化するための工事。（206,470千円）
 【新規】セミナーハウス空調設備改修工事。（14,135千円）
 【新規】各部室、食堂等への空調設備設置工事。（60,159千円）

68 幼稚園運営保育費 11,921 11,083 12,215 △ 1,132 こども保育課
市立幼稚園3園に対する運営保育費。
※R8.5.1現在見込：学級数：6学級、園児数：38人（R7.5.1現在：学級数6学級、園児数：44人）

69 幼児 幼稚園教育推進事業 881 881 916 △ 35 こども保育課 幼児教育に携わる教職員 幼稚園教職員が各種研修会等に参加し、資質の向上を図る。

70 幼稚園施設管理事業 19,138 10,354 30,567 △ 20,213 こども政策課
幼稚園園舎等の施設について、維持管理に係る各種点検業務委託、修繕工事等を行う。
 【新規】谷津幼稚園2階屋上防水改修工事（8,784千円）
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　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 予算額 （R８－R７）年度

令和８年度教育費予算の概要（歳出）

ＮＯ. 事業名 所属名 全体事業概要
令和８年度

71 幼稚園空調整備事業 1,086 1,086 1,139 △ 53 こども政策課

屋敷幼稚園に賃貸借契約により設置した空調設備を継続的に運用する。
[債務負担行為]平成30年度～令和14年度
　賃貸借期間：令和元年7月～令和14年6月（156ヶ月）
　設置室数：3室　※算出方法変更のため減額

72 社会教育委員費 255 293 309 △ 16 社会教育課
社会教育全般に関する計画の立案等に対し、審査、助言をいただく、社会教育委員の報酬・報償等の諸経費。
令和8年度は会議を3回開催予定。

73 社会教育総務事務費 811 811 869 △ 58 社会教育課 社会教育行政に係る総務的経費。

74 社会教育施設等運営費 4,771 4,771 4,700 71 社会教育課 秋津とんぼスペース等及びコミュニティルーム（秋津小）の管理運営にかかる諸経費。

75 生涯学習推進事業 1,502 1,393 1,465 △ 72 社会教育課
市全体で取り組む生涯学習活動を推進し、市民カレッジの実施を通じて生涯学習のまちづくりを目指す。
PTA連絡協議会に対して補助を行うことにより、生涯学習の推進を図る。

76
文化スポーツ振興財団運営費等
補助事業

103,459 91,106 95,536 △ 4,430 社会教育課
（生涯スポーツ課）

公益財団法人習志野市文化スポーツ振興財団に対して人件費の補助を行う。

77 文化財審議会費 84 101 84 17 社会教育課 文化財の保存･活用・調査等に係る事項に関して審議する文化財審議会委員の報酬及び旅費。

78 市史編さん委員会費 35 41 68 △ 27 社会教育課 市史編さん事業に係る事項に関して調査審議する市史編さん委員会委員の報酬及び旅費。

79 文化振興事務費 5,772 1,173 14,548 △ 13,375 社会教育課
文化振興事務等に係る一般事務経費。
習志野文化ホールで行っていた市民の文化芸術に触れる機会を提供する事業を引き続き市内の公共施設を活用して実施する。 （千葉交響楽団に
 よるフルオーケストラ鑑賞会を予定）

80 旧大沢家住宅等維持管理費 4,875 3,797 3,796 1 社会教育課
千葉県指定有形文化財「旧大沢家住宅」及び旧木曽王滝森林鉄道車両の維持管理経費。
 【新規】旧大沢家住宅入口階段他の安全対策として修繕工事に係る経費（1,078千円）を計上。

81 旧鴇田家住宅維持管理費 53,687 38,404 16,136 22,268 社会教育課
千葉県指定有形文化財「旧鴇田家住宅」の維持管理経費。
【新規】旧鴇田家住宅の茅葺屋根の改修工事（第1期）に係る経費（施工監理委託 1,716千円　 3,000千円、　工事28,908千円　 40,949千円）を計上。

82 埋蔵文化財管理費 1,759 1,759 1,836 △ 77 社会教育課 埋蔵文化財保護業務（開発に伴う事前業務・発掘及び整理作業・文化財保存活用業務）に係る経費、埋蔵文化財調査室の維持管理に係る経費。

83 埋蔵文化財調査事業費 1,838 1,134 1,770 △ 636 社会教育課
埋蔵文化財保護を目的とした埋蔵文化財調査等に係る経費。
 【新規】八剣神社遺跡周辺の区画整理事業に伴う発掘調査に係る経費（704千円）を計上。

84 習志野市芸術文化協会活動助成費 5,088 4,532 3,817 715 社会教育課 習志野市芸術文化協会の活動（芸術祭、市民文化祭、市展、第九演奏会等）への助成を行い、芸術文化の充実・発展を図る。

85 市史調査事務費 469 150 1,537 △ 1,387 社会教育課
市史調査、市史関係資料の収集・保存、市史作成のための経費。
 【新規】市史を分野別等にまとめた短編集の第4号の発行に係る経費（319千円）を計上。

86 公民館運営審議会費 132 162 132 30 中央公民館 公民館における方針、事業、施設提供等の運営について調査、審議を行う公民館運営審議会に係る委員報酬。

87 公民館講座費 2,093 2,093 2,063 30 中央公民館 多様な学習と利用機会の提供を図ることを目的とした各種講座等の開催経費。

88 公民館管理運営費 182,587 173,262 151,724 21,538 中央公民館 公民館の運営・維持管理に伴う経費及び事務費。4公民館（実花・袖ケ浦・谷津・新習志野公民館）の指定管理に伴う指定管理料。

89 公民館施設整備事業 98,310 60,181 84,402 △ 24,221 中央公民館
公民館の施設整備・改修・修繕に係る経費。
【新規】 袖ケ浦公民館・谷津公民館・新習志野公民館空調設備更新工事設計（16,907千円）、新習志野公民館　キュービクル更新工事（56,903千円）
他
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令和８年度

90 図書館管理運営事業 147,974 145,824 145,616 208 中央図書館
図書館の管理運営・活動事業（中央図書館以外の3図書館指定管理料を含む）に係る経費。
 【新規】電子新聞閲覧サービス導入に係る経費（1,655千円）
 【新規】イオンモール津田沼へのブックポスト設置に係る経費（495千円）

91 図書館資料整備事業 26,274 26,274 27,241 △ 967 中央図書館
市民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、図書館資料の収集・整備を行う。
【見直し】内容の古くなった図書の買い替え及び児童図書の蔵書の充実について、電子書籍のタイトル数の充実を優先するため縮小する（△879千
円）

92 電子図書館運営事業 1,496 1,496 748 748 中央図書館
指定管理者が行う電子図書館サービスにおいて、より新鮮で魅力的な電子書籍を提供するための商用電子書籍利用料。
【拡充】電子書籍のタイトル数の充実（200タイトル：748千円）

93
【新規】
図書館施設整備事業

16,082 0 0 中央図書館  【新規】谷津図書館照明LED化改修工事（16,082千円）

94 青少年問題協議会費 103 0 103 △ 103 社会教育課
 青少年健全育成を全市的な立場で推進するため、各機関、団体等の代表委員により構成する青少年問題協議会の委員報酬。
令和8年度から、いじめ問題対策連絡協議会と統合するため、事業としては廃止。

95 青少年健全育成事業 3,333 3,275 3,310 △ 35 社会教育課

青少年にさまざまな体験活動の機会を提供することによって、青少年の健全な育成を推進すると共に、各団体との情報交換を図り、指導者の資質
向上を図ることを目的とする。
【新規】次世代の指導者を育成するため講習会を実施する。（426千円　 484千円）
【縮減】習志野市子ども会育成会連絡協議会の解散に伴う補助金の廃止。（▲426千円）

96 二十歳の門出式事務費 6,500 6,500 6,142 358 社会教育課
二十歳の門出を祝うための事業。式典、祝う集いを開催する。
【新規】受付方法とプログラムの配布についてデジタル化を図る。（649千円）
【縮減】デジタル化に伴い、プログラム印刷部数の縮減（1,400部→100部）を図る。（▲186千円）

97 放課後子供教室事業 215,196 215,196 189,048 26,148 社会教育課

就学児童を対象に、放課後等の安全・安心な子どもの居場所づくりとして実施する「放課後子供教室」の運営経費及び開設準備経費。
令和7年度までの開設校　大久保東小学校・東習志野小学校・秋津小学校・袖ケ浦西小学校・袖ケ浦東小学校・藤崎小学校・屋敷小学校・実花小学
校・向山小学校・香澄小学校、鷺沼小学校、津田沼小学校、大久保小学校、谷津南小学校
【拡充】令和8年度実籾小学校に新規開設及び令和9年度に向けて谷津小学校への開設準備を行う。（16,485千円）
【新規】参加方法の利便性を図るため、参加カードのデジタル化を促進する。（実籾小学校・東習志野小学校・秋津小学校）（552千円）

98 地域学校協働活動推進員事務費 1,170 1,170 1,170 0 社会教育課
家庭・地域・学校が連携、協力しながら行う「地域とともにある学校づくり」を推進するため、各学校で実施される地域学校協働活動の支援を行う経
費。

99 青少年センター運営協議会費 73 90 73 17 青少年センター 青少年センターの運営について、指導・助言するための青少年センター運営協議会の委員報酬。

100 青少年センター運営費 574 574 575 △ 1 青少年センター
青少年の非行防止と健全育成のための「少年の日」ポスター展や健全育成標語展などの啓発活動、関係各機関との連絡・調整を図るための
経費。

101 青少年相談指導事業 3,308 3,308 3,308 0 青少年センター 青少年や保護者に対して、青少年補導委員等による街頭補導活動等を実施して青少年の健全育成を推進する。

102
【新規】
若者活躍支援事業

1,297 0 0 社会教育課
 高校生相当年齢から29歳までの若者の活躍を支援する事業を実施する。若者が習志野市で活躍したいという気持ちをとらえ、その思いを実現でき
 るようにともに走ることができる事業者を中間支援組織として指定（委託）し、地域、企業、市民活動団体などと連携を図りながら若者発案の事業を
 実現する。併せて同中間支援組織に自宅以外の若者の居場所づくりに必要な要素や機能の調査を委託する。

103 少年自然の家管理運営費 37,628 35,572 35,867 △ 295 鹿野山少年自然の家

鹿野山少年自然の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。
 【新規】自家用発電設備蓄電池交換(495千円)
【新規】自家発電設備点検委託(110千円)
【新規】千葉県立鴨川青少年自然の家をセカンドスクールで利用するための経費(88千円  70千円)

104
鹿野山セカンドスクール事業
(No25「体験・芸術活動推進事業」に
統合)

30,374 △ 30,374 学習指導課 市立小学校4・5年生を対象とした鹿野山セカンドスクールの委託バスの配車を行う。

105 青年の家管理運営費 15,913 15,913 15,901 12 富士吉田青年の家 富士吉田青年の家の運営・維持管理に伴う経費及び事務費等。

106 青年の家長寿命化改修事業 179,930 177,862 309,951 △ 132,089 富士吉田青年の家
令和7年度から8年度に富士吉田青年の家の長寿命化改修工事を実施する。
令和7年度は第1期工事を実施し、令和8年度に第2期工事161,513千円を予定。

10



　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 予算額 （R８－R７）年度

令和８年度教育費予算の概要（歳出）

ＮＯ. 事業名 所属名 全体事業概要
令和８年度

107 生涯学習複合施設管理運営費 219,591 217,850 211,775 6,075 社会教育課
生涯学習複合施設の維持管理・運営及び施設整備費分割払いのサービス対価に係る経費等。
サービス対価の人件費分等の増額。

108 児童・生徒・教職員健康管理費 78,838 78,574 78,789 △ 215 学校教育課 児童・生徒・教職員の健康診断及び健康管理を行うための費用。

109 学校体育推進事業 5,734 5,734 5,019 715 学習指導課
小・中学校の学校体育の推進を図る。また、市内小・中学校の児童・生徒の健康増進と各競技技術の向上を目指すことを目的として、習志野市小中
学校体育連盟が開催する小中学校体育大会などに対して補助する。また、市内陸上大会における会場校への移動のためのバスを配車する。

110
運動部活動支援事業
(No23「部活動支援事業」に統合)

19,983 12,182 △ 12,182 学習指導課

市内中学校の休日運動部活動を地域に展開する事業を推進するための経費。生徒の多様な活動機会を保障するとともに、教職員の負担軽減を図
ることを目的とする。具体的な実施方法として、既存の部活動に顧問の代わりとなる部活動指導員を教育委員会から派遣するほか、市内7つの陸上
部については、地域の競技団体である習志野市陸上協会に登録する指導者に指導を依頼する。また、学校から申し出のあった7校の部活動につい
ては、民間事業者に委託し、指導者派遣および運営を行う。
【拡充】《地域クラブ型》　休日に隔週程度で実施している陸上部の活動回数を増やし、より充実した活動機会を確保する。
【拡充】《民間委託型》　7校7部活動の運営を民間事業者に委託し、地域と連携した持続可能な部活動運営の在り方を検証する。

111 市立 小中学校給食 費無償化事業 78,562 25,670 74,001 △ 48,331 学校教育課
第3子以降の 児童生徒の学校給食費を補助（無償化）することで、多子世帯の子育てに対する経済的負担軽減を図る。
【補助対象予定人数】　約324人　 約1,110人　【補助対象期間】令和8年4月～令和9年3月

112
【新規】
学校給食における食物アレルギー等
対応補助事業

3,879 3,879 学校教育課
保護者の負担軽減を目的として国・県から交付される（仮）給食費負担軽減交付金は、食物アレルギー等による給食未喫食者も含む市立小学校全
在籍児童が対象になる予定であることから、食物アレルギー等で給食の提供を受けていない児童の保護者へ給食費相当額を補助するための経
費。

113 スポーツ推進審議会 180 220 180 40 生涯スポーツ課 スポーツ推進審議会を年3回開催することに伴う委員報酬及び費用弁償。

114 社会体育事務費 2,962 2,790 2,035 755 生涯スポーツ課
社会体育推進事業に係る事務費。
【新規】人工芝化リニューアルオープン記念事業(913千円)

115 スポーツ推進委員活動事業 2,431 2,657 2,524 133 生涯スポーツ課
スポーツ推進委員に係る報酬及び費用弁償。また、スポーツ活動を奨励するため、全市民を対象とした年間5回のスポーツ奨励大会の開催に係る
委託費。
※令和7年10月1日現在のスポーツ推進委員数：56人

116 市民スポーツ指導員活動事業 1,402 1,402 1,996 △ 594 生涯スポーツ課
地域スポーツ活動の推進を図るため、市内16地区で年間各2事業以上のスポーツ活動の実施を市民スポーツ指導員連絡協議会に委託する。
また、資質向上を図るため研修会を実施する。※令和7年10月1日現在の市民スポーツ指導員数：222人

117 学校体育施設開放事業 14,498 14,498 14,680 △ 182 生涯スポーツ課
市内16小学校の体育館・校庭を土曜日・日曜日・休日の午前午後を一般開放するとともに、土曜夜間の体育館開放を行う。
また、夏休み期間中に小学校のプール開放を行う。

118
習志野市スポーツ協会活動費
補助事業

9,656 9,656 9,656 0 生涯スポーツ課 習志野市スポーツ協会が主催する市民総合体育大会等の活動事業に対して補助を行う。

119 スポーツ活動奨励金交付事業 1,000 1,000 1,000 0 生涯スポーツ課 学校教育以外のスポーツ大会(世界・全国・関東)に千葉県の代表として出場する個人及び団体に対し奨励金を交付する。

120
【新規】
令和9年度全国高等学校総合体育大
会運営費

3,854 3,154 3,154 生涯スポーツ課
【新規】令和9年度全国高等学校総合体育大会（水球）南関東ブロックを市内国際総合水泳場（県）にて開催することから、習志野市実行委員会事務
局を設置及び実行委員会を設立し、PR活動や準備を進める。

121 体育施設管理運営費 189,326 189,326 188,455 871 生涯スポーツ課
スポーツ9施設及びその他3施設の管理運営等に係る経費。
3年毎に必要である特殊建築物の定期報告調査委託（建築物）（1,110千円）、袖ケ浦体育館冷暖房機保守点検フルメンテンテナンス業務委託（803
千円）、指定管理中間年度に実施する習志野市指定管理者労働条件審査業務委託（440千円）等を計上。

122 体育施設整備事業 304,869 51,240 532,366 △ 481,126 生涯スポーツ課
スポーツ施設の改修等に係る調査や整備に係る経費。
【新規】 東部体育館支障剪定業務委託（4,235千円）、秋津テニスコート他4施設照明塔LED化設計業務委託（32,703千円）、秋津野球場受水槽一次
 側給水配管改修工事（4,763千円）他　袖ケ浦体育館キュービクル改修工事　49,390千円 他

123
スポーツ施設予約システム
運営事業

2,988 2,988 1,275 1,713 生涯スポーツ課
自宅のパソコンや携帯電話でインターネットを介して施設の予約を行うことのできるシステム（千葉県電子自治体共同運営協議会参加団体が共同利
用する公共施設予約システム）の運用経費。
【拡充】令和8年度は、システム更新料に加え、秋津サッカー場の人工芝化による利用拡大に伴い運営費が増となる。
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　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和７年度 差引

申入れ(要求)額 予算額 予算額 （R８－R７）年度

令和８年度教育費予算の概要（歳出）

ＮＯ. 事業名 所属名 全体事業概要
令和８年度

124 給食センター管理事務費 10,493 7,781 5,854 1,927 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校、学びの多様化学校（袖ケ浦西小学校分教室）の園児、児童及び教
職員を対象とした学校給食の健全運営を行うための経費。
 【新規】栄養管理システム改修（2,416千円）・牛乳保冷庫点検業務委託（297千円）
備品購入　実花小牛乳保冷庫（1,427千円）、給食配膳台（1,430千円）、配膳台廃棄委託（61千円）

125 給食センター賄材料費 363,832 363,832 354,802 9,030 学校給食センター

給食センターにおける市立幼稚園2園、小学校9校、県立習志野特別支援学校、学びの多様化学校（袖ケ浦西小学校分教室）の園児、児童及び教
職員を対象とした学校給食の賄材料費。
※対象人数 5,463人で、986,337食分（令和7年度は対象人数5,518人で、1,012,107食分）
賄材料費物価高騰分　（17,264千円）

126
給食センター施設整備・維持管理
運営事業

413,162 413,162 409,111 4,051 学校給食センター

PFI事業として、施設整備、開業準備、維持管理・運営業務を一括して民間事業者に委託しており、そのサービス対価を支払う。
債務負担行為を設定済。（平成29年度～令和15年度）
令和8年度は、施設整備及び維持管理運営業務のサービス対価として、施設整備に係る対価（46,736千円）、
維持管理運営に係る対価（366,426千円）を計上している。

127 単独校給食運営費 36,087 25,540 28,043 △ 2,503 学校教育課
学校給食単独校（市立小学校7校・中学校7校）における児童、生徒及び教職員を対象とした学校給食を行うための経費。老朽化した給食備品の更
新。

128 単独校給食調理業務委託事業 356,105 349,885 314,643 35,242 学校教育課
実籾小学校、谷津小学校、香澄小学校、秋津小学校、津田沼小学校（津田沼幼稚園）及び中学校7校の学校給食の調理業務委託を行うための経
費。

129 単独校給食賄材料費 606,322 606,322 588,637 17,685 学校教育課
学校給食単独校（市立幼稚園1園、小学校7校、中学校7校）の園児、児童、生徒及び教職員の賄材料費。
※対象人数　8,550人で、1,513,413食分　（令和7年度予算は、対象人数8,574人で、1,546,290食分）
賄材料物価高騰分　（29,928千円　 29,867千円）

130
【新規】
第一中学校給食備品整備事業

27,715 27,715 27,715 学校教育課
第一中学校の生徒増に対応するため給食備品を整備する。
【新規】給食備品の購入等(27,715千円)

13,182,687 12,011,601 11,072,239 939,362合　　　　　　　　計
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習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



習志野市

令和８年２月12日(木) 令和8年習志野市教育委員会第2回定例会

教育総務課

津田沼小学校

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

教育費にかかる保護者負担軽減に向けた取り組み

１ 学習教材等の共用品化

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

３ 副教材及び学校行事
にかかる費用削減

２ 学校徴収金の見直し

〇学校教材費・進路費の予算措置
→学習教材２品目の共用品化
→学習教材６品目の共用品化にむけて

〇学校徴収金マニュアルの見直し
→修学旅行代金等に係る旅行代金の
徴収方法について

→生徒会費について

〇デジタル教材の積極的な活用
→副教材（テスト、ワーク、ドリル）の必要性
について検討

〇校外学習・修学旅行等の見直し

【教育費にかかる保護者負担軽減の進捗状況】

令和７年度の取り組みについて

2



習志野市

【学習教材（教具）】（9品目）
★彫刻刀 ★３０㎝竹ものさし
★書初め用下敷き ★算数セット ★植木鉢
・書写用掲示ファイル ・探検バッグ
★裁縫セット（部品） ・教科書収納ボックス

（★…学習指導要領、教科書に記載有）
（下線は中学校も対象）

1 学習教材等の共用品化

3

〇学習指導要領に記載があるもの
〇市内の全校で共通に使用されているもの
〇学習への支障があるもの、衛生面での問題があるものを除く

【令和7年度】
小学校：彫刻刀及び３０㎝竹ものさしの共用品化

1 学習教材等の共用品化

4

【学習教材（教具）】（６品目）
・書初め用下敷き ・算数セット（部品） ・植木鉢
・書写用掲示ファイル ・探検バッグ
・裁縫セット（部品） ・教科書収納ボックス
※書初め用下敷きについては、使用方法・保管管理の面から削除

【学習教材（教具）】（７品目）
・書初め用下敷き ・算数セット ・植木鉢
・書写用掲示ファイル ・探検バッグ
・裁縫セット（部品） ・教科書収納ボックス

改めて各学校に共用品化について、
聞き取りを行った。



習志野市

○修学旅行代金等に係る旅行代金の徴収方法について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y２ 学校徴収金の見直し

5

※旅行会社等による徴収などの取扱いを含めた

学校徴収金マニュアルの改正を検討

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

現行の学校徴収金の徴収方法
（１）口座振替
（２）学校口座への振込み
（３）現金

２ 学校徴収金の見直し

6

○学校徴収金マニュアルの変更

学校徴収金マニュアルに追加

「委託業者による徴収」

・学校での金銭管理を伴う場合
・学校での金銭管理を伴わない場合

（徴収、支払い、会計報告など発注以外の全ての業務を業者へ委託
する場合は学校徴収金に係わる事務を省略できる。）
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（１） 学校徴収金の種類     

① 教材費 

・ 児童生徒が個人で使用する（又は個人に還元される）ための費用 

・ 具体的には、副教材、ワーク、ドリル、実習用材料費、スポーツ振興センター掛金、生徒手

帳代 等  

② 校外活動費 

・ 学校行事の校外活動においてかかる費用 

・ 具体的には、校外学習費、宿泊学習費、修学旅行費、芸術鑑賞教室代 等  

③ 卒業関連の費用 

・ 卒業学年において、「卒業対策費」の名目で徴収する費用 

・ 具体的には、卒業アルバム代、卒業文集代 等 

④ 部活動費 

・ 学校の部活動においてかかる費用 

⑤ 生徒会費 

      ・ 生徒会活動を行うための費用 

 

習志野市
N a r a s h i n o C i t y２ 学校徴収金の見直し

○学校徴収金マニュアルの変更

削除

⑤ 生徒会費
市立全中学校で保護者負担をなくした

7

３ 副教材及び学校行事にかかる費用削減

8

（１）ＡＩ機能の搭載されたデジタルドリルの活用と副教材
（テスト、ワーク、ドリル）について

今まで

【テスト】

児童生徒の理解

度を図るもの

（主に小学校）

【ワーク】

学習した内容の

定着を図る問題集

（主に中学校）

【ドリル】

基礎の反復を

行うもの
（漢字ドリル、計算ドリル）

学校が保護者等の負担で購入していた副教材



習志野市

ＡＩ機能の搭載されたデジタルドリルを導入し、学習者
が主体となった学びの推進、保護者等の経済的負担
の軽減を図る。

３ 副教材及び学校行事にかかる費用削減

9

【課題】
・学校から、児童生徒の学力を定着させるために、漢字ドリル
やワーク等、一部、副教材が必要との声が挙がっている。
・作図の問題は、定規やコンパスを使って書く必要がある。
・小学校低学年の児童は、ＡＩドリルを活用する以前に、タブ
レット端末の使い方を習得する必要がある。

AI機能の搭載されたデジタルドリル
・習熟度に応じた問題が提示
・児童生徒の理解度を測ることが可能

令和８年度から

３副教材及び学校行事にかかる費用削減 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

教材・教具

・小・中学校で２３校中１５校が前年度よりも副教材費を削減
・市内平均では小学校で６６８円、中学校で７１８円の削減

・学校間で購入に差があり、検討していく必要があるもの
小学校 家庭科・保健ワーク 書き方ノート等
中学校 特別活動・総合的な学習の時間に関する補助教材

【成果】

【課題】

10
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３副教材及び学校行事にかかる費用削減 習志野市
N a r a s h i n o C i t y

・昨年度に比べて平均額が、小学校１２９円、中学校は１１６９円
の削減をすることができた。（R8年２月２日現在）

※学校により費用の差がある。

・交通費（主にバス費用）が上昇し、見学地や参加人数、実施
時期が前年と同様でも単価が増加している。

【成果】

【課題】

11

・今後もバスの単価上昇が見込まれるため、交通手段の検討
が必要となる。

学校行事



 

 

報 告 事 項（５） 

 

移動図書館の今後について 

 

 

移動図書館の今後について、別紙のとおり報告する。 

 

 

 

令和８年２月１２日報告 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 
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移動図書館の今後について 

 

1. 概略 

本市では、昭和 47（1972）年から、自宅の近くに市立図書館の無い市民に図書館サービスを

提供することを目的に移動図書館を設置し、巡回ステーション （令和 7 (2025) 年度現在 18 ス

テーション）で資料の貸出しを行ってきた。 

しかしながら、市立図書館の整備が進み、移動図書館の貸出冊数が減少するとともに、車

両の老朽化、運行経費の増加、酷暑への対策としての夏季期間の巡回中止等、さまざまな課

題が顕在化しており、移動図書館の継続によっても解決が困難と判断し、現在、移動図書館を

管理運営している指定管理者の指定期間が終了する令和8（2026）年度末をもって移動図書館

サービスを終了する。 

今後は、こどもの読書活動をさらに推進するための学校への配送業務、旧藤崎図書館跡施

設での予約資料の受取、身体障がい者・要介護認定者を対象とした宅配サービスの実施、社

会のデジタル化に対応した電子図書館の拡充など、新たな図書館サービスの実施に取り組む。 

 

2. 移動図書館業務の課題  

① 貸出冊数の減少 

移動図書館の小学校以外の巡回ステーションの貸出冊数は、昭和 51（1976）年度の最高時

に 98,280 冊あったが、令和 6年度には約 8,564 冊に減少している。 

 

【参考】 移動図書館貸出冊数の推移 

ST数貸出冊数 ST数貸出冊数 ST数貸出冊数

昭和47年度 6 4,265 0 6 4,265 87,791 移動図書館巡回開始

昭和51年度 20 98,280 0 20 98,280 235,850 移動図書館貸出冊数の最高年度

昭和57年度 23 52,441 0 23 52,441 303,787 東習志野図書館開館

平成4年度 17 29,574 0 17 29,574 385,995 新習志野図書館開館

平成5年度 15 22,647 0 15 22,647 500,255 藤崎図書館開館

平成8年度 16 19,029 0 16 19,029 650,305 谷津図書館開館

平成10年度 13 21,913 1 3,956 14 25,869 799,571 菊田分館廃止。小学校へST設置開始（鷺沼小）

平成11年度 15 19,302 3 8,183 18 27,485 829,488 袖ケ浦分館廃止

平成14年度 10 15,716 7 29,406 17 45,122 866,299 インターネットによる蔵書公開

平成18年度 11 11,228 7 20,481 18 31,709 970,431 移動図書館更新（小型化。積載数減）

令和元年度 9 6,411 7 17,201 16 23,612 963,473 中央図書館開館、コロナ発生、藤崎図書館閉館

令和4年度 9 9,555 8 15,727 17 25,282 1,140,842 電子図書館開始

令和6年度 10 8,564 8 12,008 18 20,572 1,080,968

年度
計（単位：冊） 市立図書館の主な出来事学校内のST学校以外のST

移動図書館の貸出冊数　　　　（ST:巡回ステーション） 市立図書館

総貸出冊数

（単位：冊）

 
 

裏面あり 
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② 車両の老朽化 

現在の移動図書館車両は平成 19（2007）年 2 月の運行開始から令和 8（2026）年 2 月で 19

年を迎えている。移動図書館車は専門の製造業者への注文生産のため、車両の設計、製造

に約 1年、製造費に約 2,000 万円を要する。 

 

③ 運行費の増加 

移動図書館の運転は準中型自動車免許を必要とするため、業務を受託している指定管理者

が運転業務のみバス運営会社に再委託しているが、運転手の賃金増のため委託費が急増

し、今後の増加も見込まれている。 

 

④ 夏季期間の酷暑対策による巡回日数の減少 

近年酷暑が続く中、利用者及び巡回従事職員の熱中症対策のため令和 7 年度は 7 月～8

月の 2ケ月間巡回を中止、令和 8年度も中止する。 

  

3. 移動図書館終了後（令和９年度以降）の新たな図書館サービス案 

① 学校への団体貸出資料の配送（新規事業） 

次期「子どもの読書活動推進計画」において、毎日通う学校にある学校図書室がもっと使わ

れるよう、学校図書館のさらなる活用や資料の充実が計画されていることから、市立図書館

でも、児童生徒が学校で利用できる図書の幅を広げ、また教員が図書の貸出返却のため、

市立図書館に来館することの負担軽減を図るため、団体貸出資料の学校への配送を行う。 

 

② 旧藤崎図書館跡施設での市立図書館予約資料の受取（新規事業） 

藤崎図書館の中央図書館への機能統合に伴い、移動図書館がかもめ公園（藤崎 6 丁目）と

藤崎小学校に巡回していたが、これらに替わるサービスとして、旧藤崎図書館跡施設が民間

事業者に利活用された場合、事業者と協議し、利用者が市立図書館で予約した資料を受け

取れるようにする。 

 

③ 貸出資料の宅配サービスの実施（新規事業） 

市立図書館への来館が困難な身体障害者手帳の交付者、要介護の認定者に図書館資料を

配送する。 

 

④ 電子図書館のタイトル数の充実 

移動図書館の代替機能としての役割をより果たせるよう、有料コンテンツ数を、移動図書館

の一般書の蔵書数と同程度の 2,000 タイトルを維持することを目指す（令和 6 年(2024)度末

1,327 タイトル）。 

        

 



議 案 第 ４ 号 

 

令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰について 

 

 

習志野市教育委員会顕彰規程に基づき別紙のものに表彰状を授与する。 

 

 

 

令和８年２月１２日提出 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆  

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

習志野市教育委員会顕彰規程第６条第１項の規定により、令和７年度表彰状を授与

するものを決定するものである。 



個　　人 団　　体 個　　人 団　　体

学 校 医

学 校 歯 科 医

学 校 薬 剤 師

学 校 教 育

青 少 年 健 全 育 成

Ｐ Ｔ Ａ 活 動

ボ ラ ン テ ィ ア

そ の 他

小 計 0 0 0 0

社 会 教 育

青 少 年 健 全 育 成

社 会 体 育

ボ ラ ン テ ィ ア

そ の 他

小 計 0 0 0 0

2 2

2 2

分　　　　野

令和７年度習志野市教育委員会顕彰規程に基づく表彰状候補者の審査結果

合　計

生
涯
学
習

大　　会　　入　　賞

そ　　　　の　　　　他

寄　　　　　　　　　付

備　　     考
推薦されたもの 審査結果

学
校
教
育

－１－



　　　 令和7年度習志野市教育委員会顕彰候補者

大会入賞　基準2-10全国大会において入賞（3位以上）

1．表彰状　団体

氏名・団体名 条号 功　　　績 大会実施日 表彰授与日

1
習志野市立谷津小学校
管弦楽クラブ

2‐10
令和７年度こども音楽コンクール
小学生重奏部門・合奏第２部門　文部科学大臣賞
（全国第１位）

令和8年1月25日
令和8年2月25日
※市長賞と
　 同日授与

2
習志野市立第一中学校
管弦楽部

2‐10
令和７年度こども音楽コンクール　中学生合奏第２
部門　文部科学大臣賞（全国第１位）

令和8年1月25日
令和8年2月25日
※市長賞と
　 同日授与

－２－



条 号 対象 該当年数

2 1 学校医

学校歯科医

学校薬剤師

2 2 学校教育、社会教育の各種委員会、審議会、協議会等の委員

市民スポーツ指導員

青少年相談員

2 3 学校教育関係団体

社会教育関係団体

2 4 学校教育に関するボランティア

社会教育に関するボランティア

2 9 学校教育関係団体

社会教育関係団体

2 10 体育活動（全国３位以内）

文化活動（全国３位以内）

2 11 PTA 役員 ７年以上

かつPTA連絡協議会 役員 １年以上

2 12 各中学校区青少年健全育成連絡協議会 代表 ５年以上

2 13

3 1 学校教育関係団体

社会教育関係団体

3 2 PTA（PTA連絡協議会含む） 役員 ５年以上

中学校、高等学校、新設PTA 役員 連続３年以上

3 3 学校教育関係団体

社会教育関係団体

3 4 学校教育に関するボランティア

社会教育に関するボランティア

3 5

4 1

その他（感謝状を授与することが適当と認められ業績のあったもの）

８年以上

団体 １６年以上

８年以上

団体 ８年以上

-

役員

表
　
　
　
彰
　
　
　
状

８年以上

個人

個人 ５年以上

習志野市教育委員会顕彰規程推薦基準

個人・団体

その他（表彰することが適当と認められる業績のあったもの）

感
　
　
謝
　
　
状

５０万円相当以上の金品の寄付

役員

１２年以上

委員 ８年以上

－３－



 

 

議 案 第 ５ 号 

 

知的障害特別支援学級の開設について 

 

 

市立小学校において、知的障害特別支援学級を別記のとおり開設する。 

 

 

 

令和８年２月１２日提出 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

習志野市立実籾小学校の知的障害特別支援学級在籍児童の増加等に対応するた

めに、近隣市立小学校に知的障害特別支援学級を開設しようとするものである。 



習志野市

令和８年２月１２日(木) 令和８年習志野市教育委員会第２回定例会

学校教育部 指導課

津田沼小学校

知的障害特別支援学級の開設について

習志野市
N a r a s h i n o C i t y

ご当地キャラクター

ナラシド♪

習志野市
N a r a s h i n o C i t y１ 市立小学校特別支援学級の現状

2

（１）知的障害特別支援学級設置小学校

谷津小

実籾小

屋敷小
大久保小

香澄小

津田沼小

袖ケ浦西小
鷺沼小

出典：国土地理院地図（加工して作成）
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習志野市
N a r a s h i n o C i t y１ 市立小学校特別支援学級の現状

3

（１）知的障害特別支援学級設置小学校

谷津小

実籾小

屋敷小
大久保小

香澄小

津田沼小

袖ケ浦西小
鷺沼小

出典：国土地理院地図（加工して作成）

一中学区

五中学区

七中学区

三中学区

二中学区

四中学区

六中学区

習志野市
N a r a s h i n o C i t y１ 市立小学校特別支援学級の現状

4

（２）各学校の在籍及び学区外通学児童数
令和7年5月1日時点

学級数
在籍
（名）

学区外
(名)

学区外内訳

津田沼小 2 9 3 大久保1 藤崎1 鷺沼1

大久保小 3 17 6 大久保東3 藤崎3

谷津小 3 17 7 向山1 谷津南6（全て奏の杜）

鷺沼小 1 7 0

実籾小 4 28 21 大久保東7 東習志野7 実花7

袖ケ浦西小 3 18 17
津田沼1 谷津3 袖ケ浦東2
向山1 秋津3 谷津南7

屋敷小 2 10 0

香澄小 1 7 0
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習志野市
N a r a s h i n o C i t y２ 新設の必要性

5

（１）特定校への児童の集中

・四中学区の小学校（実籾・東習志野・実花）
のうち知的特別支援学級は実籾小のみ

・実籾小学校 知的障害特別支援学級
在籍児童 28名（4学級）

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7
Ｒ8
(予定)

在籍児童数
（名）

22 21 24 28 32

学級数
（学級）

3 3 3 4 4

習志野市
N a r a s h i n o C i t y２ 新設の必要性

6

（２）学区外からの通学者

・実籾小知的学級在籍児童の居住学区

学区内 7名 学区外 21名
（内訳）大久保東小学区 7名

東習志野小学区 7名
実花小学区 7名

（３）通学距離・保護者負担

・通学距離 最遠 3.2Ｋｍ（東習志野8丁目）
・通学手段 学区外 21名

（内訳）徒歩 6名 保護者送迎 15名



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y３ 設置校の検討

7

（１）設置校候補
・東習志野小学校もしくは実花小学校

（２）比較検討
① 実籾小への学区外通学者数（令和７年度）

東習志野小７名（Ｒ８予定 ５名）
実花小 ７名（Ｒ８予定 １１名）

② 全校児童数推計（名）

令和7年度版 小・中学校児童・生徒数及び学級数推計より

Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11

東習志野小 657 617 575 506 455

実花小 595 567 506 473 437

習志野市
N a r a s h i n o C i t y３ 設置校の検討

8

（２）比較検討

③ 通学距離
＜東習志野小＞
東習志野1丁目 1.3km

5丁目 280m
6丁目 1.6km
8丁目 2.2km

＜実花小＞
東習志野1丁目 280m

5丁目 1.8km
6丁目 550m
8丁目 2.1km

実花小

東習志野小
実籾小

出典：国土地理院地図（加工して作成）



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y３ 設置校の検討

9

（２）比較検討

④ 余裕教室
知的障害特別支援学級として使用可能な
余裕普通教室数

＜東習志野小＞
令和７年度現在 ６教室
８年度予定 ６教室

＜実花小＞
令和７年度現在 ０教室
８年度予定 １教室

習志野市
N a r a s h i n o C i t y３ 設置校の検討

10

（２）比較検討

⑤ 特別支援教育に関するセンター校的役割

現在の設置学級・教室
＜東習志野小＞
・自閉症・情緒障害特別支援学級
・言語障害通級指導教室
・聴覚障害通級指導教室

＜実花小＞
・自閉症・情緒障害特別支援学級



習志野市

習志野市
N a r a s h i n o C i t y４ 開設予定学級の概要

11

＜開設予定学級の概要＞

・学級種別 ：知的障害特別支援学級

・開設時期 ：令和９年４月（令和９年度）

・設置校 ：東習志野小学校

・想定学級数：１もしくは２学級

・対象児童 ：東習志野小学校及び
実花小学校学区在住の児童

※現在、実籾小学校知的障害特別支援学級に
在籍している児童を含む

習志野市
N a r a s h i n o C i t y５ 今後のスケジュール

12

日程 内容

令和８年２月
教育委員会会議
校長役員会・該当学区校長への方針説明

３月 校長会・園長会合同会議での方針説明

４月 該当学区校長への詳細及び今後の予定説明

５月
該当学区保護者への周知
開設予定を市ＨＰ・広報誌に掲載
未就学施設等への周知

６月 保護者説明会（第一次）個別相談受付開始

6月～随時 個別相談

９～１０月 保護者説明会（第二次）保護者意向確認

令和９年1月 保護者説明会（最終 在籍予定者対象）



 

 

協 議 第 １ 号 

 

習志野市教育振興基本計画（案）に係るパブリックコメントの結果について 

 

 

習志野市教育振興基本計画について、別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和８年２月１２日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



教育振興基本計画（案）パブリックコメント　提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方（案）

１．結果の概要
◆実施期間：令和7年11月1日～11月30日

◆受付件数：合計4件（3名）

◆意見件数：３件

2.意見等の概要及びこれに対する市の考え方

1
目標４　未来につながる教育の推進
　施策９　共生社会の形成に向けた特別
支援教育の推進

p24 早急に習志野市内にて支援学校の中高等部の設置を望む。

　特別支援学校の設置につきましては、県が行うものと定められており、現在、市内
在住の特別支援学校中学部・高等部の生徒は、習志野市、八千代市を学区とする
県立八千代特別支援学校に通学しています。しかしながら、本市生徒にとっては通
学に多大な時間を要しており、また八千代特別支援学校の生徒数が増加し過密な
状況であります。そのため県は、これらを解消するため、本市の市境から近い千葉市
花見川区に小学部・中学部・高等部を備えた県立の（仮称）花見川特別支援学校
を令和9年度に開設すべく進めております。
　この学校が開設された際は、習志野市の中学部・高等部がこの学校の学区となる
ことから、生徒の通学に要する時間が短縮されます。
　市内への設置につきましては、このような県の動向を踏まえた上で、引き続き、県と
情報共有等協議を密にしてまいります。

2
目標４　未来につながる教育の推進
　施策９　共生社会の形成に向けた特別
支援教育の推進

p24 県立特別支援学校中学部・高等部の市内設置を検討いただきたい。 「No.1」と同じ回答

3
目標４　未来につながる教育の推進
　施策９　共生社会の形成に向けた特別
支援教育の推進

p24
市内に県立特別支援学校中高等部の設置（誘致）を計画に追加していただきた
い。

　県立特別支援学校の設置につきましては、県が設置者となっております。　市内へ
の設置につきましては、引き続き、県と情報共有等協議を密にしてまいります。

No. 項目名 頁 いただいたご意見の概要 いただいた意見に対する市の考え方（案）

1/1



 

 

協 議 第 ２ 号 

 

就学前教育・保育に係る市立施設のあり方の策定に係る意見聴取につい

て 

 

 

就学前教育・保育に係る市立施設のあり方の策定について、別紙のとおり協議す

る。 

 

 

 

令和８年２月１２日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前教育・保育に係る市立施設のあり方

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８（２０２６）年３月 

習志野市 
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１章  策定にあたって                                

１．策定の趣旨 

国は、就学前の子どもに関する教育・保育ニーズの多様化に対応するために、平成１８

（2006）年に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」

（いわゆる「認定こども園法」）を施行し、教育及び保育並びに子育て支援を提供する総合施設

を創設しました。これは、本市が子育ち・子育て支援の拠点と位置付けた「こども園」の取り組み

そのもので、さらに平成２４（2012）年に成立した「子ども・子育て関連３法」においては、国がそ

の必要性を広く提唱したものです。 

本市では、「習志野市こども園構想」に基づく「子育ち・子育て支援体制整備基本計画」に 

おいて、中学校区を基本に七つの市立こども園を整備することを掲げ、「習志野市こども園整備

と既存市立幼稚園・保育所の再編計画 第１期計画」（以下「第１期計画」という。）を策定し、  

市立こども園の整備に併せて、既存の市立幼稚園・保育所の再編に取り組んできました。 

また、社会経済情勢の変化や少子化の進行に伴い、市立幼稚園における教育需要が減少す

る一方で、保育需要が増加する状況に対応するため、「習志野市こども園整備と既存市立幼稚

園・保育所の再編計画 第２期計画」（以下「第２期計画」という。）、及び「同計画 第３期計画」

（以下「第３期計画」という。）において、こども園の整備と既存施設の私立化を実施し、施設の

老朽化対策・保育受入定員の拡大を図ってきました。 

こうした取り組みにより、市立こども園は七つの中学校区への整備が完了し、市立幼稚園は

「４歳児・５歳児ともに１０人以下となることが見込まれた場合に、集団教育の観点から同一中学

校区のこども園との統合を視野に検討を始める」という方針が定まるとともに、待機児童数につ

いてもピーク時に比べ大きく減少しました。 

このように、市立施設の整備及び再編については一定の成果が得られたことから、次の段階

として、市立こども園・幼稚園・保育所における今後の施設の方向性を「就学前教育・保育に係

る市立施設のあり方」として示し、策定するものです。 

なお、就学前児童人口や保育需要の動向、社会経済情勢が大きく変化した場合には、あり方

の期間によらず見直しを検討します。 
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２．第１期・第２期・第３期計画の達成状況 

（１）これまでの整備・再編の状況 

平成１５（2003）年６月に策定した「習志野市こども園構想」に基づくこども園整備として、ま

た、平成１６（2004）年１２月に構造改革特区の認定を受けた「習志野きらっとこども園特区」と

して、東習志野幼稚園と東習志野保育所を再編し、第四中学校区に東習志野こども園を整備し

ました。 

その後、再編の具体的な対象施設や時期を示した第１期計画を平成２１（2009）年８月に策

定し、こども園の整備と市立幼稚園・保育所の私立化を掲げました。 

そして、平成２６（2014）年度からの「基本構想」、「前期基本計画」及び「公共施設再生計

画」との整合性を図り、計画期間も合わせた第２期計画を平成２５（2013）年１２月に策定し、

令和２（2020）年度からの「後期基本計画」及び「公共建築物再生計画」との整合性を図り、

計画期間も合わせた第３期計画を令和２（2020）年に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再編 

私立化 

 

 

 

 

 

市  

立 

保育所 

１４所 

幼稚園 

１５園 

保育所 

１３所 

こども園 

２園 

第１期計画 
平成２２年度（2010）～ 

平成２５年度（2013） 

こども園 

１園 

保育所 

４所 

保育所 

２所 

第２期計画 
平成２６年度（2014）～ 

令和元年度（2019） 

再編計画策定前 
平成１６年度（2004）～ 

平成２１年度（2009） 

こども園 

５園 

こども園 

３園 

幼稚園 

１１園 

幼稚園 

１４園 

保育所 

７所 

第３期計画 
令和２年度（２０２０）～ 

令和７年度（2025） 

保育所 

１０所 

幼稚園 

６園 

保育所 

４所 

保育所 

７所 

こども園 

２園 

こども園 

７園 

幼稚園 

３園 

私  

立 



就学前教育・保育に係る市立施設のあり方 

- 5 - 

（２）市立こども園の整備 

第１期計画では、杉の子こども園、袖ケ浦こども園を整備しました。 

第２期計画では、大久保こども園を整備するとともに、当初の計画にはありませんでしたが、

在園児の減少により集団教育の観点から、秋津幼稚園、香澄幼稚園を再編し、新習志野こども

園を整備しました。 

第３期計画では、向山こども園、藤崎こども園を整備し、再編計画策定前に開設した東習志

野こども園を含め、七つの中学校区の全てでこども園の整備が完了しました。 

市立こども園では、延長保育や産休明け保育、一時保育、預かり保育などの保育ニーズに対

応するとともに、育児相談や子育ての交流の場を提供するこどもセンターを併設し、子育ち・子育

て支援の拠点として運営しています。 

 

図表１-2-２  市立こども園の整備の状況 
施設名（中学校区） 開設年度 再編対象施設 併設機能 計画 

東習志野こども園 

（第四中学校区） 
平成１８年度（2006） 

東習志野幼稚園 

東習志野保育所 

こどもセンター 

一時保育 
＊ 

杉の子こども園 

（第六中学校区） 
平成２４年度（2012） 杉の子幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 

第１期 

袖ケ浦こども園 

（第三中学校区） 
平成２６年度（2014） 

袖ケ浦西幼稚園 

袖ケ浦東幼稚園 

袖ケ浦保育所 

こどもセンター 

一時保育 

大久保こども園 

（第二中学校区） 
平成３１年度（2019） 

新栄幼稚園 

大久保保育所 

こどもセンター 

一時保育 

第２期 

新習志野こども園 

（第七中学校区） 
平成３１年度（2019） 

秋津幼稚園 

香澄幼稚園 
こどもセンター 

向山こども園 

（第一中学校区） 
令和６年度（20２４） 向山幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 

第３期 

藤崎こども園 

（第五中学校区） 
令和７年度（2025） 藤崎幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 

＊ 東習志野こども園は、再編計画策定前の整備 
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（３）市立幼稚園・保育所の再編 

第１期計画では、若松保育所、袖ケ浦第二保育所を私立化し、それぞれ若松すずみ保育園、

明徳そでにの保育園を開設しました。また、実花幼稚園、つくし幼稚園の私立化は、保育需要の

増加に伴い、こども園化について検討するため延期しました。 

第２期計画では、菊田保育所を私立化し、谷津みのり保育園を開設しました。また、実花幼稚

園、つくし幼稚園を私立化に併せてこども園化し、それぞれブレーメン実花こども園、みのりつくし

こども園を開設しました。なお、本大久保保育所及び本大久保第二保育所の私立化では、保育

需要の増加に伴い、本大久保第二保育所を存続させることとし、本大久保保育所を私立化し、

COO
ク ー

本大久保保育園を開設しました。 

第３期計画では、大久保第二保育所、藤崎保育所を私立化し、それぞれ大久保みのり保育園、

藤崎みつぼし保育園を開設しました。また、菊田第二保育所の私立化では、保育需要の増加に

伴い、０歳児から２歳児に加えて３歳児から５歳児までの受け入れを実施し、青葉保育園を開設

しました。 

私立化にあたっては、本市の保育の質を確保し、安定した運営がされるように、指針となる「私

立化ガイドライン」を策定し、計画期間ごとに見直しました。また、入所児童や保護者との信頼関

係を築くため、対象施設と移管先法人の職員による共同保育・引継ぎ保育を実施するとともに、

保護者、移管先法人及び本市による三者協議会で、私立化に伴う諸事項について協議し合意

形成を図りました。なお、移管先法人に対しては、土地の貸与や既存建物の譲渡により円滑な運

営に配慮し、定員拡大に伴う増築や建替えに、国・県による補助金など財源の確保を図りました。 

 

図表１-2-３  市立幼稚園・保育所の私立化の状況 
施設名 

開設年度 運営法人 計画 
［私立化前］ ［私立化後］ 

若松保育所 若松すずみ保育園 平成２５年度（201３） 社会福祉法人 すずみ会 

第１期 
袖ケ浦第二保育所 明徳そでにの保育園 平成２５年度（201３） 社会福祉法人 千葉明徳会 

菊田保育所 谷津みのり保育園 平成２８年度（2016） 社会福祉法人 習志野 

第２期 

実花幼稚園 ブレーメン実花こども園 平成２９年度（2017） 社会福祉法人 八千代美香会 

つくし幼稚園 みのりつくしこども園 平成２９年度（2017） 学校法人 田久保学園 

本大久保保育所 COO本大久保保育園 平成３１年度（2019） 学校法人 正良学園 

大久保第二保育所 大久保みのり保育園 令和６年度（20２４） 社会福祉法人 習志野 

第３期 菊田第二保育所 青葉保育園 令和６年度（20２４） 社会福祉法人 青葉学園 

藤崎保育所 藤崎みつぼし保育園 令和７年度（20２５） 学校法人 三星学園 

 

（４）市立幼稚園のこども園への統合 

第３期計画では、４歳児・５歳児ともに１０人以下となった市立幼稚園について、在園児の保護

者や地域住民と協議を重ね、大久保東幼稚園を大久保こども園に令和６年度末に統合しました。 

また、津田沼幼稚園は藤崎こども園に、屋敷幼稚園は杉の子こども園に、令和９年度末に統

合する予定となっています。 
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３．あり方の期間 

本市の市政運営の根幹である令和８（２０２６）年度からの「基本構想」、「前期基本計画」

及び公共建築物の老朽化対策の具体的な取り組みを示す「第３次公共建築物再生計画（第３

期計画期間）」との整合性を図り、令和８（2026）年度から令和１５（2033）年度までの８年

間とします。 

なお、就学前児童人口や保育需要の動向、社会経済情勢が大きく変化した場合には、この

期間によらず見直しを検討します。 

 

図表1-3  あり方の期間のイメージ 
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就学前教育・保育に係る市立施設のあり方 
こども園整備と既存市立幼稚園・ 

保育所再編計画 第３期計画 

こども若者まんなか計画 子ども・子育て支援事業計画 

第２次公共建築物再生計画 

（第２期計画期間） 

第３次公共建築物再生計画 

（第３期計画期間） 

後期基本計画 

基本構想 

（令和８年度～令和２３年度） 
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２章  就学前児童を取り巻く状況                        

１．就学前児童の状況 

（１）総人口と就学前児童人口の推移 

総人口は年々減少し、令和７（2025）年３月末の総人口は１７５，００９人で、令和３（20２１）

年に比べ２９２人、０．１７％減少しました。 

就学前児童人口は、平成２９（2017）年までは、総人口の伸び以上に増加し、総人口に占め

る構成比は５．４７％でしたが、その後減少に転じ、令和７（20２５）年では７，１０５人で構成比も

４．０６％となり、ピークであった平成２９（2017）年の９，４００人に比べ２，２９５人、２４．４％減少

しています。 

 

図表 2-1-1  総人口と就学前児童人口の推移（各年３月３１日現在） 
年 令和３年(２０２１)  令和４年(2022)  令和５年(2023)  令和６年(2024)  令和７年(2025)  

総人口 １７５，３０１人 １７５，０７６人 １７５，０４３人 １７５，０２７人 １７５，００９人 

就
学
前
児
童
人
口 

０歳児 １，２４５人 １，１９６人 １，１４３人 １，１２８人 １，０３４人 

１歳児 １，３５８人 １，２６７人 １，１９４人 １，１４９人 １，１４６人 

２歳児 １，３９３人 １，３５７人 １，２７７人 １，１９４人 １，１５１人 

３歳児 １，４３１人 １，３９３人 １，３４３人 １，２４６人 １，１７２人 

４歳児 １，４９５人 １，４４２人 １，３６８人 １，３４８人 １，２５２人 

５歳児 １，５９１人 １，４７６人 １，４２３人 １，３５２人 １，３５０人 

計 ８，５１３人 ８，１３１人 ７，７４８人 ７，４１７人 ７，１０５人 

構成比 ４．８６％ ４．６４％ ４．４３％ ４．２４％ ４．０６％ 

 

（２）総人口と就学前児童人口の推計 

令和６（２０２４）年度に実施した人口推計では、令和１５（２０３３）年３月末の総人口は１７８，

５５８人で、令和７（２０２５）年に比べ３，５４９人、２．０％の増加が見込まれています。 

一方で、就学前児童人口は今後も減少が続き、策定期間の終期となる令和１５（20３３）年に

は、令和７（20２５）年に比べ６４９人、9.1％減少の６，４５６人となる見込みです。 

 

図表 2-1-２  総人口と就学前児童人口の推計（各年３月３１日現在） 
推計 

年 
令和８年 

(2026)  

令和９年 

(2027) 

令和１０年 

(2028) 

令和１１年 

(2029) 

令和１２年 

(20３０) 

令和１３年 

(20３１) 

令和１４年 

(20３２) 

令和１５年 

(20３３) 

総人口 １７５，９０９人 １７６，２２６人 １７６，５４４人 １７７，２４１人 １７７，２８２人 １７８，０５０人 １７８，１６１人 １７８，５５８人 

就
学
前
児
童
人
口 

０歳児 １，０５７人 １，０４８人 １，０３８人 １，０２５人 １，００６人 １，０２９人 １，０２４人 １，０３１人 

１歳児 １，１２８人 １，１１１人 １，０９２人 １，０８０人 １，０７９人 １，０６０人 １，０７０人 １，０７５人 

２歳児 １，１４０人 １，１３８人 １，１２７人 １，１１２人 １，０８５人 １，０９４人 １，０７３人 １，０８７人 

３歳児 １，１５０人 １，１３７人 １，１２８人 １，１２１人 １，０９９人 １，０９２人 １，０９１人 １，０７０人 

４歳児 １，１８８人 １，１５１人 １，１４５人 １，１３８人 １，１２１人 １，１０８人 １，０９７人 １，０９８人 

５歳児 １，２４３人 １，１８４人 １，１４５人 １，１４８人 １，１２６人 １，１１５人 １，１０３人 １，０９５人 

計 ６，９０６人 ６，７６９人 ６，６７５人 ６，６２４人 ６，５１６人 ６，４９８人 ６，４５８人 ６，４５６人 

構成比 3.93％ ３．８４％ ３．７８％ 3.74％ 3.68％ 3.65％ 3.62％ 3.62％ 
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（３）就学前児童の利用施設の推移 

就学前児童人口は、平成２９（2017）年をピークに減少に転じたものの、保育施設を利用す

る児童数は増加しており、令和７（20２５）年には３，７３６人で、令和３（20２１）年に比べ２５４人

増加しました。その結果、就学前児童人口に占める割合は令和７（20２５）年には５２．６％と、令

和３（20２１）年の４０．９％に比べ１１．７％増加しています。 

一方で、幼稚園などを利用する児童数は、市立・私立ともに減少が続いており、令和７（20２５）

年には１，１７７人で、令和３（20２１）年に比べ５５４人、３２．０％減少しました。 

 

図表 2-1-３  就学前児童の利用施設の推移 
年 令和３年(2021)  令和４年(2022)  令和５年(2023)  令和６年(2024)  令和７年(2025)  

就学前児童人口 ８，５１３人 ８，１３１人 ７，７４８人 ７，４１７人 ７，１０５人 

保育所など 

(長時間児) 

市立 １，２４４人 １，１９１人 １，１８１人 １，０５０人 ９８２人 

私立 ２，２３８人 ２，３５６人 ２，４７９人 ２，６５９人 ２，７５４人 

計 ３，４８２人 ３，５４７人 ３，６６０人 ３，７０９人 ３，７３６人 

割合 40.9％ 43.6％ 47.2％ 50.0％ 52.6％ 

幼稚園など 

(短時間児) 

市立 ５３０人 ４８１人 ４２４人 ３９４人 ３６０人 

私立 １，２０１人 １，１１３人 ９８８人 ８９２人 ８１７人 

計 １，７３１人 １，５９４人 １，４１２人 １，２８６人 １，１７７人 

割合 20.3％ 19.6％ 18.2％ 17.3％ 16.6％ 

認可外保育施設 １５４人 ８２人 ３０人 ３５人 ３８人 

その他（在宅など） ３，１４６人 ２，９０８人 ２，６４６人 ２，３８７人 ２，１５４人 

＊ 就学前児童人口は、「住民基本台帳人口」で０歳から５歳までの年齢の児童数（各年３月３１日現在） 

＊ 保育所など（長時間児）は、こども園のうち長時間児と、管外委託（市内の児童が市外の保育所などを利用する）

を含む児童数（各年４月１日現在） 

＊ 幼稚園など（短時間児）は、こども園のうち短時間児と、市内の教育施設を利用する児童数（各年５月１日現在） 

＊ 認可外保育施設は、月極め利用をしている児童数（各年６月１日現在） 

＊ その他は、市外の施設や在宅などの児童数 

 

（４）就学前児童の利用施設の推計 

令和６（２０２４）年３月のニーズ調査による就労意向を踏まえ、人口推計に基づき算出した希

望する施設の今後の見込みでは、保育所などと幼稚園などともに鷺沼地区における新たなまち

の誕生により利用希望者が一時的に増加するものの、その後は減少する見込みです。 

 

図表 2-1-４  就学前児童の利用施設の推計 
推計 

年 
令和８年 

(20２６)  

令和９年 

(20２７) 

令和１０年 

(20２８) 

令和１１年 

(20２９) 

令和１２年 

(20３０) 

令和１３年 

(20３１) 

令和１４年 

(20３２) 

令和１５年 

(20３３) 

就学前児童人口 ６，９０６人 ６，７６９人 ６，６７５人 ６，６２４人 ６，５１６人 ６，４９８人 ６，４５８人 ６，４５６人 

保育所など 

（長時間児） 
３，８７２人 ３，８４６人 ３，７９３人 ３，７７３人 ３，７４６人 ３，７９８人 ３，８２８人 ３，８１６人 

割合 56.１％ ５６．８％ ５６．８％ ５７．０％ ５７．５％ ５８．４％ ５９．３％ ５９．１％ 

幼稚園など 

（短時間児） 
１，２７１人 １，１８０人 １，１７８人 １，１９０人 １，１５３人 １，１１２人 １，０７６人 １，０７２人 

割合 １８．４％ １７．４％ １７．６％ １８．０％ １７．７％ １７．１％ １６．７％ １６．６％ 
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２．市立こども園児童の状況 

（１）市立こども園児童数の推移 

平成１５（2003）年の「習志野市こども園構想」に基づき、平成１８（200６）年に東習志野こ

ども園を整備し、令和７（２０２５）年の藤崎こども園の整備により、七つの中学校区への市立こど

も園の整備が完了しました。 

短時間児の児童数は微増と微減を繰り返しながら推移し、令和７（２０２５）年は３２７人で、令

和２（20２０）年に比べ３４人、１１．６％増加しました。 

また、長時間児の児童数は受入定員の拡大により、令和７（20２５）年は６３４人で、令和２

（20２０）年に比べ１１６人、２２．４％増加しています。 

 

図表2-２-1  市立こども園児童数の推移 

 
長時間児は各年４月１日現在、短時間児は各年５月１日現在 

 

３．市立幼稚園児童の状況 

（１）市立幼稚園児童数の推移 

本市では、市制施行から昭和４５（1970）年の文教住宅都市憲章制定を経て、１小学校区に

１幼稚園を掲げ、昭和５６（1981）年まで市立により幼稚園を整備し、幼稚園教育要領に基づ

き、複数クラスを基本とした集団教育を実施してきました。 

しかしながら、市立幼稚園の児童数は年々減少し、１学年１クラスで１０人を下回るなど、本市

が目指す集団教育に課題が生じてきました。 

令和７（２０２５）年の市立幼稚園は３園、児童数は３６人で、令和２（20２０）年に比べ２２４人、

８６．２％減少しています。 
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図表2-３-1  市立幼稚園児童数の推移 

 
各年５月１日現在 

 

（２）市立幼稚園・こども園短時間児児童数の状況 

令和７（20２５）年５月１日現在の市立幼稚園・こども園短時間児児童数を施設別、年齢別に

見ると、定員に対する入園率は市立幼稚園が５．７％、市立こども園短時間児が４５．９％、全体で

２７．０％となっています。 

 

図表 2-3-2  市立幼稚園・こども園短時間児児童数の内訳 

施設名 定員 
児童数 

入園率 
３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

幼
稚
園 

谷津 ２１０人 ― ４人 １２人 １６人 ７．６％ 

津田沼 ２１０人 ― ０人 ９人 ９人 ４．３％ 

屋敷 ２１０人 ― ６人 ５人 １１人 ５．２％ 

計 ６３０人 ― １０人 ２６人 ３６人 ５．７％ 

こ
ど
も
園
（
短
時
間
児
） 

東習志野 １４０人 １４人 １４人 ２３人 ５１人 ３６．４％ 

杉の子 １３０人 １９人 １９人 １８人 ５６人 ４３．１％ 

袖ケ浦 １４２人 １４人 １９人 １８人 ５１人 ３５．９％ 

大久保 ８０人 １０人 １９人 ３０人 ５９人 ７３．８％ 

新習志野 ６０人 ８人 １７人 １３人 ３８人 ６３．３％ 

向山 ８０人 ２０人 ２１人 １４人 ５５人 ６８．８％ 

藤崎 ８０人 ６人 ５人 ６人 １７人 ２１．３％ 

計 ７１２人 ９１人 １１４人 １２２人 ３２７人 ４５．９％ 

合計 １，３４２人 ９１人 １２４人 １４８人 ３６３人 ２７．０％ 

令和７（20２５）年５月１日現在 

 

 

 

260 人
217 人

173 人
137 人

74 人 36 人

1,190 人 1,190 人 1,190 人 1,190 人

980 人

630 人

21.8%

18.2%

14.5%

11.5%

7.6%
5.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 人

200 人

400 人

600 人

800 人

1,000 人

1,200 人

1,400 人

令和２年

(2020)

令和３年

(2021)

令和４年

(2022)

令和５年

(2023)

令和６年

(2024)

令和７年

(2025)

児童数 定員 入園率



就学前教育・保育に係る市立施設のあり方 

- 12 - 

４．市内認可保育施設児童の状況 

（１）市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の推移 

令和７（20２５）年の市内の認可保育所（園）・こども園長時間児児童数は、市立保育所４所、

市立こども園７園、私立保育園２０園、私立こども園５園、小規模保育事業所１１所の合計で、

3,758 人となっています。 

保育需要の増加に対応するため、既存市立幼稚園・保育所の再編によるこども園化や私立

化のほか、私立保育園や小規模保育事業所の誘致などにより、受入定員の拡大を図った結果、

令和２（2020）年に比べ５３３人、１６．５％増加しました。 

なお、市立幼稚園・保育所を再編し、こども園化や私立化したことにより、市立保育所の児童

数は減少しています。 

 

図表2-4-1  市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の推移 

 
各年４月１日現在 
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（２）市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の状況 

令和７（20２５）年４月１日現在の市内の認可保育所（園）・こども園長時間児児童数を施設

別、年齢別に見ると、定員に対する入所率は市立保育所が７９．７％、市立こども園長時間児が７

７．５％などで、全体で８８．７％となっています。 

 

図表2-4-2  市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の内訳 

施設名 定員 
児童数 

入所率 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

市
立
保
育
所 

谷津 １０９人 ３人 ６人 １７人 ２０人 １６人 １９人 ８１人 ７４．３％ 

本大久保第二 ４７人 ３人 ２０人 ２２人 ― ― ― ４５人 ９５．７％ 

秋津 １３７人 １人 １０人 １７人 ２１人 ２２人 ２０人 ９１人 ６６．４％ 

谷津南 １６０人 ５人 ２１人 ３０人 ３０人 ２８人 ３０人 １４４人 ９０．０％ 

計 ４５３人 １２人 ５７人 ８６人 ７１人 ６６人 ６９人 ３６１人 ７９．７％ 

市
立
こ
ど
も
園
（
長
時
間
児
） 

東習志野 １５２人 ８人 ２３人 ２４人 ３０人 ３２人 ３３人 １５０人 ９８．７％ 

杉の子 ７７人 ５人 １５人 １４人 １６人 １８人 ２０人 ８８人 １１４．３％ 

袖ケ浦 １２５人 ３人 １６人 ２２人 ２４人 ２２人 ２８人 11５人 ９２．０％ 

大久保 １５０人 ７人 ２０人 ２４人 ２８人 ３０人 ３０人 13９人 ９２．７％ 

新習志野 ３０人 ― ― ― ５人 ５人 １０人 ２０人 ６６．７％ 

向山 １４２人 ４人 １８人 ２２人 １８人 １６人 ７人 ８５人 ５９．９％ 

藤崎 １４２人 ４人 14 人 ７人 ７人 ４人 １人 ３７人 ２６．１％ 

計 ８１８人 ３１人 １０６人 １１３人 １２８人 １２７人 1２９人 ６３４人 ７７．５％ 

私立保育園 ２，３６２人 １１２人 ３４７人 ３９３人 ４４７人 ４４４人 ４５２人 ２，１９５人 ９２．９％ 

私立こども園 

（長時間児） 
４０７人 １７人 ３５人 ４１人 ９６人 １０４人 １１９人 ４１２人 １０１．２％ 

小規模保育事業所 １９９人 １２人 ６８人 ７６人 ― ― ― １５６人 ７８．４％ 

合計 ４，２３９人 １８４人 ６１３人 ７０９人 ７４２人 ７４１人 ７６９人 ３，７５８人 ８８．７％ 

令和７（20２５）年４月１日現在 

 

（3）市内認可保育施設申込者数・利用児童数・不承諾者数・待機児童数の推移 

保育需要の増加により、市内認可保育施設の申込者数は年々増加していますが、就学前児

童人口の減少により増加率は小幅となっています。 

待機児童数は、ピーク時である平成２９（２０１７）年の３３８人に比べ大きく減少しており、定員

の弾力化による受入れなどにより、引き続き待機児童の解消を目指します。 

 

図表2-4-3①  待機児童数の推移（年齢別） 
年 令和３年（20２１） 令和４年（20２２） 令和５年（20２３） 令和６年（20２４） 令和７年（20２５） 

０歳児 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１歳児 １９人 ９人 ６人 ２人 ５人 

２歳児 ２人 ７人 ２人 ０人 ０人 

３歳児 ２人 ０人 ０人 ０人 ０人 

４歳児 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

５歳児 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計 ２４人 １６人 ８人 ２人 ５人 

各年４月１日現在 
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図表2-4-3②  市内認可保育施設申込者数・利用児童数・不承諾者数・待機児童数の推移 

 
各年４月１日現在 

 

５．市立こども園・幼稚園・保育所の施設の状況 

市立こども園は、市立幼稚園・保育所に比べると、建築後の経過年数が短い施設が多くなっ

ていますが、順次建築後２０年が経過することから大規模改修工事が必要になります。 

一方で市立幼稚園は、３園全てが建築後５０年を経過し、市立保育所は４所のうち２所が建築

後４５年を経過しており、現行の耐震基準が設定された昭和５６（１９８１）年以前に建築されて

います。これらの施設では耐震基準に基づき、耐震診断及び耐震改修は行っていますが、老朽

化対策は行っていないため、「第３次公共建築物再生計画（第３期計画期間）」に基づき、適宜

改修工事を実施し、安全・安心な教育・保育環境を維持する必要があります。 
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図表2-５①  市立こども園の施設概要 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

Ｓ造：鉄骨造（鋼材の厚さに応じ、国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数２７年～３４年） 

 

図表 2-５②  市立幼稚園の施設概要 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

 

図表 2-５③  市立保育所の施設概要 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

Ｓ造：鉄骨造（鋼材の厚さに応じ、国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数２７年～３４年） 

 

 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 
短時間児 長時間児 合計 

東習志野 １４０人 １５２人 ２９２人 Ｓ造 ２階 6,810㎡ 2,951㎡ 平成１８年（2006） 

杉の子 １３０人 ７７人 ２０７人 Ｓ造 ２階 3,523㎡ 2,111㎡ 平成２４年（2012） 

袖ケ浦 １４２人 １２５人 ２６７人 ＲＣ造 ３階 2,913㎡ 3,132㎡ 平成２６年（2014） 

大久保 ８０人 １５０人 ２３０人 
Ｓ造 

軽量鉄骨造 
２階 6,033㎡ 2,640㎡ 平成３１年（2019） 

新習志野 ６０人 ３０人 ９０人 
ＲＣ造 

Ｓ造 
１階 4,967㎡ 1,100㎡ 昭和５６年（1981） 

向山 ８０人 １４２人 ２２２人 Ｓ造 ２階 3,000㎡ 2,099㎡ 令和６年（2024） 

藤崎 ８０人 １４２人 ２２２人 ＲＣ造 ３階 2,864㎡ 2,110㎡ 令和７年（2025） 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 
４歳児 ５歳児 合計 

谷津 １０５人 １０５人 ２１０人 ＲＣ造 ２階 1,602㎡ 1,026㎡ 昭和４７年（1972） 

津田沼 １０５人 １０５人 ２１０人 ＲＣ造 ２階 2,039㎡ 1,128㎡ 昭和４８年（1973） 

屋敷 １０５人 １０５人 ２１０人 ＲＣ造 ２階 3,744㎡ 1,048㎡ 昭和４９年（1974） 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 
０～２歳児 ３～５歳児 合計 

谷津 ３９人 ７０人 １０９人 
軽量 

鉄骨造 
１階 4,492㎡ 993㎡ 平成２３年（２０１１） 

本大久保第二 ４７人 ― ４７人 ＲＣ造 １階 2,119㎡ 599㎡ 昭和５１年（１９７６） 

秋津 ４７人 ９０人 １３７人 ＲＣ造 ２階 3,249㎡ 1,270㎡ 昭和５５年（１９８０） 

谷津南 ７０人 ９０人 １６０人 ＲＣ造 ２階 2,900㎡ 1,277㎡ 平成元年（１９８９） 
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３章  就学前教育・保育に係る市立施設のあり方            

市立施設の整備及び再編の方向性については、第１期計画から第３期計画までの取り組み

により一定の成果が得られたことから、就学前児童人口の減少が想定されることをはじめとした、

就学前児童を取り巻く状況を踏まえ、今後の施設の方向性を次のとおりとします。 

 

１．市立こども園施設 

（１） 就学前の教育・保育及び子ども・子育て支援を総合的に推進する拠点施設として、建築

後２０年が経過する施設は、対策内容を「第３次公共建築物再生計画（第３期計画期

間）」に定め、大規模改修工事を実施します。 

 

２．市立幼稚園施設 

（１） 適正な規模の集団生活での遊びを通して、社会性や協調性、自主性を育むため、４歳

児・５歳児ともに、本市が目指す集団教育に課題が生じる１０人以下となる場合は、集団

教育を維持する観点から、同一中学校区の市立こども園との統合を視野に検討を始め

ます。 

（２） 津田沼幼稚園・屋敷幼稚園については、令和６年度に４歳児・５歳児ともに１学年１０人

以下となり、在園児の保護者を含めた検討を進めた結論として、それぞれ藤崎こども園、

杉の子こども園に、令和９年度末に統合します。なお、統合後の津田沼幼稚園園舎は、令

和１３年度末に機能停止予定の菊田公民館諸室の代替施設としての活用を検討し、屋

敷幼稚園園舎は大規模改修工事を実施した後、本大久保第二保育所を移転し活用しま

す。 

 

３．市立保育所施設 

（１） 就学前児童人口の減少に伴い、市全域の保育需要も減少することが見込まれるものの、

土地区画整理による宅地開発もあり、「習志野市こども若者まんなか計画」に定める定

員数は確保する必要があります。一方、既存の私立保育施設では、少子化の進行に加え、

保育士不足や保護者ニーズの多様化などにより、将来的に運営が困難となる状況が生

じることも懸念されます。このことから、谷津保育所・本大久保第二保育所・秋津保育所・

谷津南保育所は私立化をせず市立施設として引き続き存続します。 

（２） 但し、本大久保第二保育所は、建築後５０年経過し長寿命化改修が予定されていますが、

建物や敷地が狭小のため、保育を実施しながらの改修が困難なことから、杉の子こども

園に統合後の屋敷幼稚園跡に移転します。なお、移転後の本大久保第二保育所跡は活

用を検討し、未利用となる場合は普通財産として所管を移し、売却・貸付等により有効活

用します。 

（３） 老朽化した施設は、対策内容を「第３次公共建築物再生計画（第３期計画期間）」に定

め、適宜改修工事＊を実施します。 

＊ 大規模改修工事、設備等修繕工事



 

 

 



 

 

協 議 第 ３ 号 

 

習志野市子どもの読書活動推進計画（案）に係るパブリックコメントの結果 

について 

 

 

習志野市子どもの読書活動推進計画（案）に係るパブリックコメントの結果について、

別紙のとおり協議する。 

 

 

 

令和８年２月１２日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



子どもの読書活動推進計画（案）パブリックコメント　提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方（案）

１．結果の概要
◆実施期間：令和7年11月15日～12月15日

◆受付件数：合計 １ 件（ １名）

◆意見件数： １件

2.意見等の概要及びこれに対する市の考え方

1 全般 全般
子供の読書活動推進のボランティアをしている。小学校の図書室の本、教室の本の
充実を希望する。

児童生徒が読みたいときに読める環境づくりは大変重要であると捉えており、取組
事業No.36において、学級文庫の充実、また取組事業No.48において、学校図書
館の資料の充実をそれぞれ図ってまいります。

No. 項目名 頁 いただいたご意見の概要 いただいた意見に対する市の考え方（案）

1/1



 

 

協 議 第 ４ 号 
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習志野市文化振興計画（案）に係るパブリックコメントの結果について、別紙のとおり
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令和８年２月１２日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



習志野市文化振興計画（案）パブリックコメント　提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方（案）

１．結果の概要
◆実施期間：令和7年11月15日～12月15日

◆受付件数：合計 ２件（2名）

◆意見件数：   ５件

2.意見等の概要及びこれに対する市の考え方

1

第４章　施策と取り組み
方向性２文化をつなぐ～継承と育成～施
策１こどもや若い世代が文化と出会う
きっかけづくり
小施策１未就学のこどもたちが文化芸術
によって感性を育む機会の提供

P40

P40 方向性2 文化をつなぐ　継承と育成
施策1 こどもや若い世代が文化と出会うきっかけづくり
小施策(1) 未就学のこどもたちが文化芸術によって感性を育む機会の提供

「未就学のこどもたちの豊かな感性と創造性を育むため、こどもたちが文化芸術に
触れるアートスタートを実施する」となっています。具体的にはブックスタート事業の
推進が謳われていますが、昨今、良質な芸術文化体験も非認知能力を養うといわ
れています。プロによる人形劇鑑賞などもアートスタートとして予算を組み、取り組ん
でいただきたいと思います。

未就学のこどもたちが文化芸術に触れる機会は、豊かな感性や創造性だけでなく、
自己肯定感やコミュニケーション力などの非認知能力を育むうえでも有効だと考え
られています。
公民館では、地域で活動する人形劇サークル等と連携し、幼児向けの親子鑑賞会
を実施しております。これは、子どもたちが身近な文化芸術に触れる機会の創出と、
地域サークルの育成を図るものです。
今後もこうした取組を継続するとともに、プロの劇団による鑑賞機会の提供につい
ても事業内容や予算等を踏まえた上で、検討してまいります。

2

第４章　施策と取り組み
方向性２文化をつなぐ～継承と育成～施
策１こどもや若い世代が文化と出会う
きっかけづくり
小施策２教育における文化芸術活動の
推進

P42

小学校・中学校・高等学校・公民館等において、文化芸術鑑賞や体験…
と謳われています。
取り組み内容No.19では「音楽を鑑賞する機会を提供します」
とされていますが、舞台劇の観賞にも予算を組み取り組んでほしいです。
この心が成長する時期、生の舞台劇を観ることによって心を動かされる、他の人の
考え方を知り多様性を知る、など学ぶことは沢山あります。ぜひ、習志野市の全ての
こどもたちが、1年に一度でも良質な舞台劇に出会えることを願います。そのことが
芸術に触れる一歩となり、今後、豊かな人生を歩んでいくことにつながると思いま
す。

ご提案の舞台劇鑑賞につきましては、多様な価値観学び、心を豊かにする上で有
効な方策の一つと認識しております。今後とも、各学校の実態に応じた取り組みを
検討し、子どもたちに質の高い文化芸術体験の機会を提供できるよう努力していき
ます。

3

第２章　習志野市の文化を取り巻く動向
３　習志野市の文化振興の現状と課題
（１）市民の文化芸術の鑑賞や活動につ
いて

P15～１７

広報誌に関して、新聞を取ってないご家庭も多いので、広く見ていただくためには毎
週配られる地域新聞と一緒に配布するなどの工夫が必要かと。箇所個所に置かれ
ているが、そこを利用している者にしかわからない。
　　あと、ＨＰがわかりづらすぎて、目的までたどり着かない。最初の画面をもっとわか
りやすくするべき。

新聞未購読世帯の中で広報紙を必要とする希望者へは、ポスティングサービスの
対応を行っており、その割合は年々増加しています。また、インターネットを使用した
広報紙の閲覧には、市HPの他、公式LINE、スマートフォンアプリ「マチイロ」、多言
語対応デジタルブックアプリ「カタログポケット」があり、パソコンやスマートフォン・タ
ブレット端末による利用者も増加傾向となっています。時代の変化に対応し、紙媒体
だけでなく様々な配布方法について今後も検討してまいります。
市HPについては、必要な情報にスムーズにたどり着けるよう、次期リニューアルに
向け検討していきます。

No. 項目名 頁 いただいたご意見の概要（整文のみ） いただいた意見に対する市の考え方（案）
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習志野市文化振興計画（案）パブリックコメント　提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方（案）

No. 項目名 頁 いただいたご意見の概要（整文のみ） いただいた意見に対する市の考え方（案）

4

第２章　習志野市の文化を取り巻く動向
３　習志野市の文化振興の現状と課題
（３）鑑賞・活動の場である主な施設等に
ついて

P20～２２

公民館の利用に関しては、団体登録が基本なので個人の自由度がない。
　　例えば、学生が定期試験や受験時期に勉強できるスペースを空いている部屋を
使って提供するなど、サークル関係者
　　以外の有効利用をもっと提供しないと利用しないと思う。
　　自由度のある集まれる場を作る。

図書館の利用に関しては、本のタイトル／種類・貸し出し状況・他図書館との連携な
どネット環境が必要。
　　漫画やアニメを取り入れて、まずは図書館を利用してもらう。(←すでにあったらご
めんなさい)

公民館は、社会教育法に基づき、原則として団体による学習活動や交流の場として
の利用を前提としております。
一方で、近年はサークルや団体活動の少人数化が進むとともに、個人で学習できる
スペースとしての利用ニーズがあることについても承知しております。
今後は、公民館の稼働状況や施設運営への影響を踏まえながら、空き時間や空き
スペースの有効活用など、より多様な市民ニーズに対応した公民館の利活用につ
いて検討してまいります。
また、図書館の所蔵資料について、本のタイトル等の書誌事項、所蔵館、貸出し状況
等はWebOPAC（インターネット上で図書館の蔵書情報を検索・閲覧できる目録）
で公開され、図書館外でもパソコンやスマートフォン等から参照し、本の予約をする
ことができます。
漫画については、中央図書館において選書基準に基づき収集・提供しています。

5 第３章　将来像と方向性 P30

　文化活動をする割合が低いのは、時間がないという理由以外として、サークルなど
の団体に所属しなければならないからだと思う。この「参加しなければならない」と
いう義務感が一番の原因だと思われる。
　　逆に、鑑賞する割合が高いのは、単発だからなのであって、文化活動ももっと気軽
に単発で参加できる機会を設ければ　　参加者も増える。
　　ただ、これを企画するには大変なので、そこはサークル団体に協力してもらう。
　　先生を探す手間や料金も省けるし、サークル側も知ってもらい、会員獲得のチャン
スにつながる。かも。。
　
　　文化活動ができる年代はどうしても決まってしまうので、全体というより活動しや
すい年代(子供(小学生まで)や　50代以降の中高年)を中心に、その年代に見合っ
たイベントを催していけばいいと思う。
　　毎月のイベント予定表を、広報誌と同じく地域新聞に折り込んで広く認知してもら
うようにすればいいのでは。
　　学校を通して配布されれば親子共に、より認知されるのでそれもありかと。

公民館では、単発で参加できる講座や体験型イベントを実施するとともに、サーク
ル・団体に公民館の講座やイベントで講師としてご協力いただく取組を行っておりま
す。
また、（公財）習志野市文化スポーツ振興財団が子ども達を対象として音楽や美術
等の文化とスポーツを１日で体験出来る講座やスポーツのイベントを実施しており、
その際茶道を体験出来るコーナーを設ける等の取組も行っています。
今後も、気軽に文化活動に参加できる機会の充実を図るとともに、様々な年代の方
のニーズに応じたイベントや講座を企画してまいります。併せて広報紙・市ホーム
ページ・市公式LINE等の活用するとともに自治体連絡機能により小中学生の保護
者への情報発信にも努めてまいります。
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協 議 第 ５ 号 

 

習志野市スポーツ推進計画（案）に係るパブリックコメントの結果について 

 

 

習志野市スポーツ推進計画（案）に係るパブリックコメントの結果について、別紙のと

おり協議する。 

 

 

 

令和８年２月１２日協議 

 

 

 

習志野市教育委員会 

教育長 小 熊  隆 



習志野市スポーツ推進計画（案）パブリックコメント　提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方（案）

１．結果の概要
◆実施期間：令和7年11月15日～12月15日

◆受付件数：合計 1件（ 1名）

◆意見件数： 2件

2.意見等の概要及びこれに対する市の考え方

1

第3章
２．施策の展開
１　「する」スポーツの推進
施策１　幼児期・ジュニア期における機会
充実

ｐ２４
公園でのボール禁止について、周辺環境をみながら、各小学校地域で1カ所、2カ
所はボールが使える公園を開設して欲しい。

ボール遊びができる身近な公園の確保は、子どもをはじめ市民が日常的に体を動
かす機会を創出するうえで重要であると認識しています。
一方で、公園の規模や周辺環境、近隣住民への影響、安全面への配慮など、様々な
条件を踏まえた検討が必要となります。
また、ボール遊びができる公園を設置するには、広い土地の確保、住民の理解、高
いフェンスの設置等が必要であり、市域の狭い本市において、新たな公園の設置は
大変難しい状況にあります。
なお、本市では現在、小学生の放課後の居場所づくりとして各小学校の特別教室、
校庭、体育館等を活用し、「放課後子供教室」を順次開設しております。
開設校の全ての小学生を対象としており、活動内容はそれぞれの教室により異なり
ますが、ドッジボールをはじめ、野球、バスケットボール、サッカーなどのボール遊びも
実施しております。
また、ボール遊びにおすすめの公園として、市ホームページに掲載しているほか、本
計画３５ページにも記載しておりますのでご参考にしてください。

2
第3章
２．施策の展開
１　「する」スポーツの推進

プレーパークなどでボール遊び、大縄、綱引きなど、多世代さまざまな人たちでス
ポーツを楽しむ姿が見られるが、一緒に遊ぶスタッフ（プレイワーカー）の存在も大き
いため、施策の中に生涯スポーツ課所管で、プレーパークでの活動を取り入 れても
らえないか。
（事前申し込み不要のプレーパーク内での軽スポーツは気軽に行えるスポーツの推
進にもなりやすい）

プレーパークは、こどもの「居場所づくり」「遊び場づくり」を趣旨としており、本市の
「こども若者まんなか計画」では、地域におけるこども・若者の居場所づくりの推進
として、生涯学習複合施設「プラッツ習志野」のフューチャーセンターにおいて、こど
もたち自身で自由な遊び場を作るプレーパークを実施しております。
また、プレーパークに興味、関心のある方を対象として「子どもの遊びサポーター講
座」を実施し、市民によるプレーワーカーの増加につながる取り組みも実施しており
ます。
プレーパークについては、幼児期・ジュニア期における機会充実につながるものとし
て、「こども若者まんなか計画」における事業充実を図ることについて、関係部署と
連携を図ってまいります。

No. 項目名 頁 いただいたご意見の概要 いただいた意見に対する市の考え方（案）

1/1


